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平成29年12月７日（木曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第31号 市町村立学校職員の給与等に関

する条例の一部を改正する条例

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・うそ電話詐欺（特殊詐欺）被害抑止対策につ

いて

・平成29年度各事業の上半期の状況について

・県立高校生の就職内定状況について

・県立明星視覚支援学校の幼稚部設置について

・｢私を変えた先生との出会い」エピソードにつ

いて

・えひめ国体（第72回国民体育大会）の結果と

今後の競技力向上について

・宮崎県立図書館ビジョンの策定について

出席委員（７人）

委 員 長 新 見 昌 安

副 委 員 長 野 﨑 幸 士

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 中 野 明

委 員 横 田 照 夫

委 員 太 田 清 海

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

警 務 部 長 新 島 健太郎

警務部参事官兼
中 川 正 純

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 戸 髙 誠 一

刑 事 部 長 鬼 塚 博 美

交 通 部 長 廣 澤 康 介

警 備 部 長 谷 口 浩

警務部参事官兼
河 野 俊 一

会 計 課 長

警務部参事官兼
都 原 誠 一

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
橋 本 利 幸

生活安全企画課長

総 務 課 長 重 山 勝 則

少 年 課 長 久留米 英 樹

生 活 環 境 課 長 宮 川 博 文

交 通 規 制 課 長 壹 岐 幸 啓

運 転 免 許 課 長 中 嶋 信 行

企業局

企 業 局 長 図 師 雄 一

副 局 長
平 原 利 明

（ 総 括 ）

副 局 長
大 谷 睦 彦

（ 技 術 ）

技 監 新 穗 伸 一

総 務 課 長 松 田 広 一

経 営 企 画 監 新 穂 浩 一

工 務 課 長 喜 田 勝 彦

開 発 企 画 監 上 石 浩

電 気 課 長 森 本 誠 二

施 設 管 理 課 長 平 松 信 一

総 合 制 御 課 長 新 見 剛 介

教育委員会

教 育 長 四 本 孝
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教 育 次 長
片 寄 元 道

（ 総 括 ）

教 育 次 長
飯 干 賢

（教育政策担当）

教 育 次 長
西 田 幸一郎

（教育振興担当）

参事兼総務課長 亀 澤 保 彦

財 務 福 利 課 長 柚木崎 誠一朗

学 校 政 策 課 長 吉 田 郷 志

学 校 支 援 監 金 子 文 雄

特別支援教育室長 川 越 浩 司

教 職 員 課 長 黒 木 健 一

生 涯 学 習 課 長 後 藤 克 文

スポーツ振興課長 古 木 克 浩

国 体 ・ 高 校
萩 尾 英 司

総 体 準 備 室 長

文 化 財 課 長 谷 口 武 範

人権同和教育室長 米 村 公 俊

図 書 館 長 金 子 洋 士

美 術 館 副 館 長 四 位 久 光

総 合 博 物 館 長 長 友 重 俊

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議事課主任主事 井 口 幸 子

ただいまから文教警察企業常任○新見委員長

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○新見委員長

します。

次に、議案第31号「市町村立学校職員の給与

等に関する条例の一部を改正する条例」に対す

る人事委員会の意見についてであります。

。お手元に配付してある資料をごらんください

これは地方公務員法第５条第２項の規定に基

づき 議会は人事委員会の意見を聞くこととなっ、

ており、その回答でございますので、参考にお

配りをしております。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前９時59分休憩

午前10時１分再開

委員会を再開いたします。○新見委員長

。報告事項等について本部長の説明を求めます

おはようございます。本日○郷治警察本部長

もよろしくお願いいたします。警察本部でござ

います。

新見委員長を初め、委員の皆様には、平素か

ら警察業務全般にわたりまして、温かい御理解

と御支援を賜っておりますことにつきまして、

改めてこの場をおかりしまして深く御礼申し上

げます。

師走に入りまして、町なかは一段と慌ただし

くなっておりまして、事件の発生が懸念される

ところでありますが、警察といたしましては、

、県民の皆様が安心して新年を迎えられますよう

年末年始の特別警戒などを実施していく所存で

ございます。

本日御審議いただく案件でございますが、損

害賠償額を定めたことについて、また、うそ電

話詐欺被害抑止対策につきましての２件でござ

います。

以上の案件につきまして、それぞれ担当部長

から御説明・御報告させますので、御審議のほ

ど、どうぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。

平成29年12月７日(木)
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本部長の概要説明が終了しまし○新見委員長

た。

初めに、報告事項に関する説明を求めます。

それでは、平成29年11月定例○新島警務部長

県議会提出報告書の損害賠償額を定めたことに

ついて御報告いたします。

今回御報告の損害賠償事案は、職員の公務中

の交通事故が３件であります。

なお、公務中の交通事故につきましては、全

て県警察が加入する任意保険において賠償をし

ております。

それでは、お手元の平成29年11月定例県議会

提出報告書に基づき、御説明いたします。

このうち県警の損害賠償事案は、報告書３ペ

ージの６番目から８番目であります。

それでは、説明します。

まず、３ページの６番目にあります平成29年

５月12日の交通事故は、小林警察署の警察官が

交通捜査用の普通特殊自動車を駐車した際、変

速機のシフトを前進のドライブレンジに入れた

まま降車したため、車両がクリープ現象により

前進し、相手方車両と接触した事故であり、警

察側の過失が100％の事故となります。この事故

で、相手方所有者に過失割合に応じた車両の修

理費用４万4,248円を賠償しております。

次に、３ページの７番目にあります平成29年

５月15日の交通事故は、宮崎南警察署の警察官

が捜査用の普通乗用自動車で交差点を通過する

際、交差点の右側から一時停止を無視して侵入

してきた相手方自転車と出会い頭に接触した事

故であり、警察側の過失が70％、相手方の過失

が30％の事故となります。この事故で、相手方

所有者に過失割合に応じた車両の修理費用8,890

円を賠償しております。

なお、警察の車両に損害がありませんでした

ので、相手方からの賠償は受けておりません。

最後に、３ページの８番目にあります平成29

年７月26日の交通事故は、都城警察署の警察官

が、捜査用の普通乗用自動車で警察署駐車場出

入り口から右折して車道に出る際、右側から追

い越し禁止車線を越えて走行してきた相手方車

、 、両と接触したものであり 警察側の過失が20％

相手側の過失が80％の事故となります。この事

故で、相手方所有者に過失割合に応じた車両の

修理費用５万2,419円を賠償しております。

なお、相手方の加入する保険会社から支払い

を受けるべき15万1,684円については、歳入とし

て受け入れることとしております。

県有車両による交通事故につきましては以上

の３件でありますが、交通の指導取り締まりを

責務とし、交通法令を遵守すべき警察職員によ

る交通事故は、県民の信頼を損なうことにつな

がりかねないものでありますので、今後も引き

続き防止対策を強力に推進し、職員による交通

事故の絶無に努めてまいりたいと思います。

以上で損害賠償額を定めたことについての御

報告を終了いたします。

報告事項に関する執行部の説明○新見委員長

が終了しました。

報告事項についての質疑はないでしょうか。

私も過去に何回か事故をすると次○中野委員

は気をつけるんです。わかればでいいですけれ

ど、２回目、３回目とか事故を起こす警察官っ

ているもんですか。

警察官で事故を繰り返すと○中川首席監察官

いいますか、例えば、年間に２回とかいう警察

職員は残念ながら存在します。

大きな事故ではありませんけれど、接触事故

とか、あるいは転倒、自損、自分で交番の公用

バイクに乗っていてびっくりしてひっくり返っ
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たとか、そういった事故等がある職員がいるの

は事実であります。

この自動車保険の年間保険料とい○中野委員

うのはどれぐらいあるもんですか。

本年度の任意保険の契約額は○河野会計課長

約290万円です。

この３台、普通乗用車だったんで○太田委員

。 、 、すか イメージ的には 例えば白黒のパトカー

それから覆面パトとか言って、一般人が持って

。いる車両と変わらない色のものがありますよね

この３台は白黒のパトカーみたいなものなんで

しょうか。

１台目の小林の事案は、交○中川首席監察官

通事故を起こしたときに、大きな箱型の白黒塗

りのが、赤色灯をつけて、後ろに事故とか表示

して来ますよね、あの車であります。

あとの２件につきましては、捜査用車両とい

いまして、一般の車と見分けがつかないような

車両、普通乗用車ということでございます。

白黒だと、ちょっと品が悪いだろ○太田委員

うなと思いながら。わかりました、そういう事

情ですね。

それから、２つ目のところにある自転車との

関係で 70％の過失があるというのは逆にちょっ、

と重たいんじゃないかなという気がするんです

が、やっぱりこっち側のミスというのを強く認

定されてしまうんですか。

ちょうど交差点なんですけ○中川首席監察官

れども、やはり、これは保険会社のほうが認定

していきますので、うちからはどうのこうのと

いうのがちょっと言えないものですから、あく

までもこれまでの状況を判断して、保険会社に

よる算定でこの割合になっているというのが実

情であります。

しようがないですね。○太田委員

私どもも、ミスというのは必ずやるもんです

から、人のミスについてとやかくはちょっと言

えない感じがするんですが、警察というところ

であると、特にそれが重たく期待されるもんで

すから、きちっと頑張ってくださいというか、

注意してくださいということで頑張っていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

ほかにございませんか。関連で○新見委員長

もありませんか。

事故を起こすじゃないですか、警○中野委員

察が行って検証するでしょう あのときに こっ。 、

ちは過失割合が大体７とか、事故検証のときに

警察のほうで過失割合を出すんですか。

事故現場におきまして、警察○廣澤交通部長

のほうから過失割合を、おたくが何％、おたく

は何％ですよと、そういうことを言うことはご

ざいません。

人身事故だった場合、書類送検し○中野委員

ますよね、そのときはある程度何かそういう過

失の割合とか そんなものは出てこないのでしょ、

うか。

例えば、１対１の自動車同士○廣澤交通部長

の交通事故が発生した場合、第１当事者、第２

当事者という分け方をいたします。

いわゆる過失が大きいほうを、我々は第１当

事者という表現はしておりますけれども、それ

によりまして先ほどの質問のように第１当事者

だから必ず50％以上の、おたくは70ですよ、お

たくは30です、そういった査定は、先ほども首

席のほうからありましたように、この過失割合

については保険会社の経験、実績等に基づいて

査定するものでございますので、うちのほうで

パーセンテージを出したりとか、そういうこと

はありません。

ほかにございませんか。よろし○新見委員長
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いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項について○新見委員長

説明を求めます。

うそ電話詐欺、特殊詐欺○戸髙生活安全部長

被害抑止対策について御説明をいたします。

特殊詐欺における被害抑止対策につきまして

は、ことしの４月、刑事部捜査第二課から生活

安全部生活安全企画課へ事務移管となっており

ます。

まず、特殊詐欺という言葉はわかりにくく、

かた苦しいという声がありましたので、警察で

はことしの９月から、県民の皆様へ被害防止を

広報啓発する上では、うそ電話詐欺と呼ぶこと

にいたしました。

うそ電話詐欺とした理由ですけれども、犯人

は主に電話を用いて被害者をだますことから名

づけたものです。今後、県民の皆様に、うそ電

話詐欺という言葉が広く浸透し、電話でのお金

の話は怪しいと警戒心を持っていただき、被害

防止につながるよう各種施策を推進していく所

存でございます。

それでは、資料に基づきまして御説明をいた

します。

資料の１ （１）のグラフは、過去５年間にお、

ける本県の認知件数・被害額の推移です。黄色

の棒グラフは、65歳以上の高齢者被害件数を認

知件数の内数として示しております。

本県における、うそ電話詐欺の認知状況は、

平成26年の認知件数59件、被害額３億4,679万円

をピークとして減少傾向にあります。

しかし、グラフの右端で、昨年とことしの10

月末で対比しましたが、ことし10月末の時点で

県内における認知件数は36件、被害額は7,645万

円となっており 昨年同期に比べ 被害額は5,979、 、

万円、約43％減少いたしましたが、認知件数に

ついては16件増加しており、依然として厳しい

状況でございます。

資料の（２）のグラフは、ことしの月別の認

知件数・被害額の推移などを示しております。

ことしは２月から７月にかけて被害が多発し

ましたが、８月以降は認知件数・被害額とも減

少傾向にあります。

これは後に御説明いたしますが、コールセン

ター事業を８月１日から開始したほか、バス等

の車内に対する広報啓発やテレビＣＭなど、い

ろいろな施策の効果が一部あらわれたものと認

めております。

なお、参考といたしまして、別添資料に全国

における、うそ電話詐欺の認知状況・被害額を

示しております。

、 、白抜きの枠は 本県と同規模県ということで

警察官の定員が2,500名以下の県となりますけれ

ども、本県は同規模県と比較いたしましても、

。認知件数・被害額とも少ないことがわかります

それでは、資料に戻りまして、資料の（３）

のグラフは、ことし10月末までに認知した36件

の手口別の被害者の年齢構成を示した資料にな

ります。

ことし、認知件数が最も多いのは、オレオレ

詐欺の14件、次に融資保証金詐欺の９件、還付

金詐欺の７件となっております。

被害件数の多かった手口における被害者の年

齢構成を見ますと、オレオレ詐欺や還付金詐欺

では高齢者の被害が多いことがわかります。

また、高齢者の被害件数は22件で、全体の６

割を超えていますので、本県での被害の中心は

高齢者であります。

資料の（４）のグラフは、ことし10月末にお

ける県内の水際阻止の状況となります。
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水際阻止とは、犯人からの、うその電話にだ

まされた状態の被害者が現金を準備する、ＡＴ

Ｍや金融機関の窓口に向かう、コンビニエンス

ストアで電子マネーを購入しようとする一連の

行動の中で、金融機関の職員やコンビニエンス

ストアの店員、一般人等の第三者が、被害者に

詐欺に遭っていることを気づかせて被害を阻止

したものを言います。

ことし、本県では39件の水際阻止が確認され

ております。39件の主な内容は、金融機関でオ

レオレ詐欺の阻止が５件で1,580万円相当、コン

ビニエンスストアで架空請求詐欺の阻止が15件

で219万円相当となっております。金融機関とコ

ンビニエンスストアは、ともに窓口や店頭でお

客様に積極的に声かけを行っていただいており

ますことから、阻止していただいた件数が多く

なっています。

次に、還付金詐欺の阻止件数欄のその他に９

件を計上しておりますが、これは犯人が高齢者

をだまして、電話で指示しながらＡＴＭコーナ

ーに行かせ、携帯電話で指示してＡＴＭを操作

してお金を振り込ませようとします。その際、

ＡＴＭの操作にふなれな高齢者が、ＡＴＭの周

辺で携帯電話で話をしているなどの様子を見た

通行人の方やスーパーの店員の方などが声をか

けて阻止していただいたものが９件あるという

ものでございます。

なお、還付金詐欺では11件を阻止しています

が、阻止金額がゼロ円となっております。それ

は還付金詐欺については、犯人から電話で指示

されてＡＴＭを操作するうちに、口座にある残

高を口座から口座へ送金する手口ですから、阻

止した時点ではＡＴＭに金額を入力し、送金す

るという手順の直前ですので、だまし取ろうと

した金額がわかりません。したがいまして、阻

止金額がゼロ円となるものです。

次は、資料の裏面の、うそ電話詐欺抑止対策

における課題についてです。

資料の２に記載しましたとおり、本県のうそ

電話詐欺の現状から、課題として、高齢者の被

害防止、水際阻止対策の推進の２点を挙げてお

ります。

課題の１点目は、高齢者の被害防止ですが、

先ほど現状で御説明したとおり、本県の被害者

の約６割は高齢者であります。特にオレオレ詐

欺と還付金詐欺の被害者は、ほとんどが高齢者

となっている状況です。

そこで、うそ電話詐欺の脅威から、いかに高

齢者を守るのかということが大きな課題であり

ます。

課題の２点目は、水際阻止対策の推進です。

、水際阻止に協力していただいている方の多くは

被害者の方とじかに接する金融機関の窓口職員

の方やコンビニエンスストアの店員の方などで

す。

しかし、犯人らは家のリフォームで大金が要

るなどといった窓口職員をだます口実まで準備

して、窓口をすり抜けようとしております。

金融機関やコンビニエンスストアなどの方々

は、被害を防止する最後のとりででありますか

ら、今後も連携を強め、最新の情報を共有し、

。水際阻止の最前線を守っていきたいと思います

さらに、さきの現状でも御説明いたしました

が、通行人の方やスーパーの店員の方などが、

高齢者に声かけをして阻止していただいた事例

が多くありますように、社会全体で特に高齢者

の被害防止を推進することが必要であり、今後

の抑止対策の課題と言えます。

このような現状、課題を踏まえまして、資料

の３では現在推進中の主な抑止対策について御
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説明をいたします。

、 、警察では うそ電話詐欺の抑止対策について

資料に括弧書きの項目で３点記載しております

が、まず撃退力向上対策として、犯人からの電

話を取らせない、犯人と電話で話をさせない対

策の推進、次に看破対策として、高齢者などが

犯人と電話で話をしてもだまされない、うそを

看破できるようにするための広報啓発の推進、

水際阻止対策として、犯人からだまされたとし

ても社会全体で見守り、水際で阻止することの

３本柱を基本に各種対策を行っております。

それでは、個々の対策についてその概要を御

説明いたします。

まず （１）の撃退力向上対策として、アの優、

良防犯電話の普及についてです。

電話機を製作しているメーカーでは、うそ電

話詐欺などの迷惑電話を防止する機能がついた

電話機を販売しております。公益財団法人全国

防犯協会連合会では、このような迷惑電話をブ

ロックする機能にすぐれた電話機を優良迷惑電

話防止機器、通称・優良防犯電話と認定いたし

まして、ことし６月までに19機種を推奨してお

ります。

優良防犯電話の推奨基準は、着信時に電話の

相手方に警告音声を発する機能があり、通話中

に自動録音機能があることや、高齢者などが使

用するに当たって操作が容易にできるものなど

ですが、優良防犯電話の中には、警察や自治体

から提供された、うそ電話詐欺等で実際に使用

された迷惑電話番号をデータ化して、そのよう

な迷惑電話の番号からかかってきた場合は着信

を自動的に拒否する機器もあります。

そこで、警察としては優良防犯電話の普及を

図るため、県民へ広報して周知を図る対策のほ

か、①の写真のとおり、電器店などの取扱店に

対して優良防犯電話の周知や、陳列されている

。場合は推奨品としての表示を依頼しております

なお、優良防犯電話に関しては、パナソニッ

ク株式会社九州南支社と連携いたしまして、防

犯電話機の紹介と、うそ電話詐欺被害防止を合

わせたチラシを作成し、年内には電話機販売店

。の店頭などで配布することを予定しております

次に、イの自動録音機の貸し出しですが、自

動録音機は電話での会話について自動録音機能

があるほか、振り込め詐欺防止のため、会話内

容が自動的に録音されますといったアナウンス

の警告メッセージ機能、非通知電話着信拒否機

能、着信許可・着信拒否機能を有する機械で、

平成26年９月から県内13警察署に合計50台を配

備し うそ電話詐欺と思われる不審電話がかかっ、

てきたなど、警察へ相談が寄せられた、主に高

齢者を対象に貸し出しを行っております。貸し

出し期間は原則として６カ月ですが、要望があ

れば引き続き貸し出すことも可能です。

次に、ウのＮＴＴ個人電話帳、いわゆるハロ

ーページからの削除促進ですが、うそ電話詐欺

の犯人グループの中にはハローページを悪用し

ている者もいます。一例として片仮名の名前な

ど、一見して高齢者と思われる電話番号に犯人

は電話をかけているものと思われます。

、 、そこで 犯行に利用されないようにするため

ＮＴＴと連携し、ハローページからの削除取り

組みを行っております。削除の方法につきまし

ては、警察官が各戸を訪問した際に、防犯指導

とともに電話帳からの掲載削除依頼について説

明をしまして、同意が得られた場合は、その方

から削除依頼書の提出を受けて警察本部に報告

されます。警察本部では内容を確認しまして、

、 、ＮＴＴに削除依頼書を送付しており その結果

年に一度、宮崎県は毎年１、２月ごろに発行さ
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れますハローページに削除が反映されておりま

す。

この取り組みは、平成26年の６月から行って

おりまして、ことし10月末までに1,624件の削除

依頼を受けております。

うそ電話詐欺は、犯人が電話で人をだます犯

罪ですから、まず最初に犯人に電話をかけさせ

ない状況をつくり、また犯人が電話をしても話

が続かないようにするために優良防犯電話の普

及、自動録音機の貸し出し、ＮＴＴ個人電話帳

。からの削除促進という対策を推進しております

次に （２）の看破対策、だまされないための、

広報啓発について説明をいたします。

この対策は、万が一、犯人と被害者の方が電

話で話をしたとしても、被害者の方がうそ電話

詐欺だと看破する力を高めていただくため、県

民の皆様へわかりやすく被害防止を広報啓発し

ようという施策です。

アの穏やかなまちづくり広報大使による広報

啓発についてですが、警察では県内や全国で活

「 」動している日向市出身の演歌歌手 小田矢かな

さんを県警の穏やかなまちづくり広報大使とし

て、ことし８月３日に委嘱しました。広報大使

の委嘱は県警初で、穏やかなまちづくり広報大

使という名称は 「小田矢かな」という御本人の、

。芸名にちなんだもので相乗効果が期待されます

穏やかなまちづくり広報大使による、うそ電

話詐欺の被害防止広報としては、②の写真のと

おり、各種イベントや小田矢さんが出演してい

るラジオ番組での情報発信のほか、県警職員が

作詞作曲しました、うそ電話詐欺被害防止ソン

グ「大好きなおばあちゃん」を歌っていただい

ております。この歌の由来は、被害者の約６割

が高齢者で、さらに高齢被害者の90％が女性と

いう現状から、おばあちゃんを主題としたとこ

ろです。

この曲の構成ですが、孫の「よしお」が、大

好きなおばあちゃんに「オレオレ 「保険料が」、

戻ります」など、うそ電話詐欺のキーワードを

教えて、被害に遭わないでと語りかけるもので

ございます。

、 、「 、また 歌詞の中に 大切な心を振り込ませる

」 、大切な気持ちを振り込ませる とのフレーズは

孫や子を語る犯人が、子や孫の一大事を何とし

ても助けたいというおばあちゃんの心を逆手に

とってだますという非道な犯罪であることを示

唆したものであります。

小田矢さんは、自己のラジオ番組でこの歌を

放送したり、イベント等で歌っていただいてお

ります。また、県内13警察署へもこの歌のＣＤ

を配付し、各種イベントや集会等で流すように

しております。

、 、 、なお 現在 警察本部の代表電話の保留音は

この「大好きなおばあちゃん」が流れるように

するなど、少しでも多くの人に届くようにとし

ております。

次に、イのバス等における広報啓発ですが、

ことし11月１日から、県内の路線バスの車内に

おいて、うそ電話詐欺被害防止広報啓発のポス

ターを貼付しております。

また、県内において自治体等が運営に関与す

る、いわゆるコミュニティバス等は12警察署管

内 36のバスを把握していますが コミュニティ、 、

バス等は、路線バスのない中山間地帯において

高齢者などの大切な足となっているのが現状で

す。

そこで、県内ほぼ全てのコミュニティバス等

の車内において、③の写真のとおり、ポスター

やラミネート加工したチラシを掲示するなどし

て広報啓発を行っております。
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次に、ウの各種集会等における被害防止講話

ですが、警察としては、あらゆる集会・会合等

や、自治体や社会福祉協議会が主催などをする

、 「 」 、高齢者の集会 通称 高齢者サロン において

主に交番や駐在所勤務の警察官が出前講座の講

師として、うそ電話詐欺の広報啓発を行ってお

ります。

県内各警察署において実施中でありますが、

④の写真のとおり、特に高齢化が著しい中山間

地域においては、少人数の地区住民による講話

を頻繁に行っており、看破力の向上が期待でき

るところでございます。

なお、うそ電話詐欺は、電話という通信手段

があれば、どのような地域でも被害に遭う可能

性がありますので、看破力を高めるためにも、

このように少数の方に繰り返し講話をすること

は非常に重要と考えております。

次に、エのマスメディアに対する積極的な広

報です。警察では、うそ電話詐欺の犯人の検挙

のみならず、うそ電話詐欺事件の発生、金融機

関の職員の方やコンビニエンスストアの店員の

方が、うそ電話詐欺の被害を水際で阻止してい

ただいた事案、被害の水際阻止に対する感謝状

の贈呈、うそ電話詐欺に関する被害防止広報啓

発イベントや、不定期ではありますが宮崎日日

新聞のキーワード欄に対して、うそ電話詐欺の

最新キーワードを掲載するなど、機会あるごと

に積極的な広報を行っております。

そのほか、ことし８月には、宮崎日日新聞１

面の３分の２程度の紙面に、大型の新聞広告を

出したところです。これは、うそ電話詐欺の被

害防止に意欲的な金融機関、コンビニエンスス

。トア等18社から協賛を募って掲載したものです

内容は、社会全体で特殊詐欺を防ごうという

タイトルで、金融機関の取り組みとして、ＡＴ

Ｍでの警告画面と窓口での声かけ、コンビニエ

ンスストアの取り組みとして、電子マネー購入

者に対する声かけなどを紹介しております。

また、この広報は、ことし８月11日付の新聞

で、お盆直前の３連休の初日でした。つまり、

お盆で家族が集まる機会に、家族間、世代間に

わたって、うそ電話詐欺を話題にしてほしいと

いう意図で掲載したものです。

また、ことし10月11日の全国地域安全運動の

初日には、地域安全運動の開始にあわせて新聞

社が独自にうそ電話詐欺被害防止について記事

を掲載するなど、社会での関心の高まりを感じ

ているところです。

ほかにも、ことし11月29日の広報では、年末

の地域安全運動にあわせて、うそ電話詐欺被害

防止ソング「大好きなおばあちゃん」の歌詞の

一部を掲載するなどしております。

また、マスメディアによる広報啓発は、新聞

以外にも現在テレビでＣＭを放送中です。こと

、 、し８月31日から 自転車や外出時の鍵かけ励行

子供の見守りとともに、うそ電話詐欺被害防止

に関するＣＭを放送しております。

このＣＭは、宮崎県防犯協会連合会が寄附金

を受けて作成したもので、出演は日向警察署管

内の４つの高校、門川高校、富島高校、日向高

校、日向工業高校の生徒会で結成された防犯ボ

ランティア「日向の治安を守り隊、零レンジャ

ー」で、うそ電話詐欺被害防止に関しては、被

害や警察への相談が多いオレオレ詐欺、架空請

求詐欺、還付金詐欺の３つの手口について被害

防止を呼びかけております。

写真の⑤は、このテレビＣＭのエンディング

の画像ですが、ことし12月までの毎週木曜日、

ＭＲＴ宮崎放送の夕方のニュースの時間帯で放

映をしております。
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次は、オの巡回連絡時における被害防止広報

啓発です。

交番や駐在所に勤務する警察官が、特に高齢

者世帯を巡回連絡で訪問した際に、電話番号が

変わった、還付金があります、お金を引き出す

理由はリフォーム代と答えてくださいなど、う

そ電話詐欺のキーワードを記載したメモを用い

て防犯指導を行っております。

また、交番や駐在所勤務の警察官は、ＣＲ名

刺と呼ぶ、その地域を受け持つ警察官の顔写真

が載った名刺を交付することとしております。

ＣＲ名刺は、地域住民から名指しで相談、情

報提供が得られるような良好な関係を保持した

り、防犯指導を通じて信頼を確保することを目

的としておりますが、⑥の写真は、このＣＲ名

刺の裏面に、うそ電話詐欺被害防止ソング「大

好きなおばあちゃん」の歌詞を抜粋しまして、

少しでも記憶に残る広報啓発活動となるように

しているものでございます。

、 、次に カの防犯メールによる注意喚起ですが

警察では宮崎県防災・防犯メールや自治体で整

備された電子メールのネットワークを使用しま

して、被害防止の広報啓発を行っております。

メールによる情報発信は、タイムリーに情報

を発信できるという利点がありますので、特に

被害が発生した、あるいは不審電話が連続して

発生したり、大量の架空請求と思われるはがき

が県内各地に郵送されたときなどに情報発信を

行っております。

なお、平成29年１月から10月までの間、うそ

電話に関する宮崎県防災・防犯メールは計55件

を発信しております。

次に、キの行政無線、防災無線による啓発に

ついては、各自治体で整備されている行政無線

等において、うそ電話詐欺被害防止の注意喚起

を行っております。

特に日之影町など、各家庭に防災行政無線が

整備された自治体においては、地域住民の隅々

まで広報することができるという利点がござい

ます。

次に、クのコールセンター事業とは、県警が

委託した民間事業者の女性オペレーターから県

内居住の方に電話をかけまして、うそ電話詐欺

の手口について注意喚起を行うとともに、その

対策等を案内して被害防止を図るものです。

架電については、警察庁から都道府県警察に

提供されている、うそ電話詐欺等の捜査過程で

押収した名簿、いわゆる闇名簿の登載者、ＮＴ

Ｔの電話帳に登載されている方など、犯行グル

ープに狙われる可能性のあると思われる方を対

象に行っております。

昨年度の業務では、平成28年７月１日から平

成29年３月31日までの間、総架電件数が６

万3,391件であり、そのうち応対して直接注意喚

起を行い、または留守番電話の吹き込みにより

注意喚起を行うなど、架電が完了した件数が３

万3,633件でした。

本年度は８月１日からコールセンター業務を

開始しておりますが、直接的な被害防止事例に

ついては３件報告されておりますので、着実に

県民に浸透し、被害抑止対策の効果はあるもの

と判断しております。

次に、クの押収名簿登載者に対する被害防止

啓発については、先ほど説明したコールセンタ

ーからの架電による注意喚起のほか、警察官に

よる巡回連絡など、ありとあらゆる手段で名簿

登載者に対する注意喚起を行っております。

最後に、資料の３ （３）の水際阻止対策～社、

会全体で水際阻止～について説明いたします。

警察では、最悪、被害者がだまされたとして
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も、金融機関やコンビニエンスストアなど、社

会全体で水際阻止を図ろうと、関係団体等と連

携した取り組みを推進しております。

まず、アの金融機関と連携した取り組みです

が、平成27年に宮崎財務事務所、銀行、信用金

庫、郵便局、農協、漁協、信用組合といった県

内全ての金融機関と、振り込め詐欺を初めとす

る特殊詐欺の被害防止に関する協定を締結して

おります。

協定の内容につきましては、高齢者による100

万円以上の現金払い戻しの場合、チェックシー

トによる声かけの励行や現金の使途確認、現金

払い戻しを避けるための預金小切手や振り込み

の推奨、詐欺の被害が疑われる場合の警察への

通報、警察と金融機関との協働による被害確認

等の実施です。

、 、チェックシートとは 下敷きのような厚紙に

息子や孫から、風邪を引いて声が変わった、会

社の金を使い込んだので弁償しないといけない

など、うそ電話詐欺のキーワードを記載し、ア

ンケート形式で答えるもので、⑦の写真のとお

り、金融機関の窓口に備えております。

そして、高額の現金を引き下ろす、特に高齢

者の方に対する声かけのきっかけになるように

作成したもので、被害が疑われる場合は警察へ

通報をしていただいております。

また、金融機関とは定期的に会議を実施して

いるほか、県内において、うそ電話詐欺と思わ

れる不審電話が相次いだ場合や、被害が連続発

生したときなど、いち早く金融機関へ情報提供

するために、電子メールでの情報提供を行って

おります。

金融機関との情報共有での好事例としては、

窓口職員による一歩踏み込んだ声かけがござい

ます。

一例として、ことし発生したオレオレ詐欺で

は、犯人が被害者に対して、お金の使い道は子

供の車の購入代金と言ってください、あるいは

家のリフォーム代と答えてくださいと指示して

いる事例がありました。

犯人側は金融機関の窓口で被害者の方が現金

をおろす場合に、窓口職員から現金の使い道に

ついて質問されることを知っております。そこ

で、犯人側が指南している内容等の情報を金融

機関へ提供したところ、金融機関窓口職員の方

が被害者の方に対して、どなたの車を購入され

るのですか、娘さんの車であれば娘さんに連絡

します。あるいはどちらの業者さんがリフォー

ムをされるのですか、業者さんの口座に振り込

みをしましょう あるいは御自宅のどこをリフォ、

ームされるのですかなどと、一歩踏み込んだ声

かけを行っていただき、実際に被害を水際阻止

していただいております。

その他、全国の金融機関では、主に還付金詐

欺対策として、一定以上の年齢の方の口座で、

一定期間キャッシュカードを使ったＡＴＭでの

振り込み実績がないものについて、ＡＴＭでの

振り込み制限をしております。ＡＴＭの振り込

み制限については、ことし４月現在、全国30都

道府県の140機関で実施しておりましたが、こと

し７月から11月までに、県内に本店のある２つ

の地方銀行、５つの信用金庫で運用を開始して

いただいております。

ＡＴＭの振り込み制限についても、還付金詐

欺の被害防止対策として非常に有効であると考

えております。

次に、イのコンビニエンスストア、宅配業者

との連携ですが、うそ電話詐欺の手口として、

現金を宅配物で送付させる現金送付型がありま

す。
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また、コンビニエンスストアでは、宅配物の

受付窓口となるほか、被害者に電子マネーを購

入させて番号を聞き出すなどして、購入代金を

だまし取る電子マネー型があります。

この現金送付型や電子マネー型の電話詐欺の

対策として、コンビニエンスストアのレジや宅

配物取扱業者の窓口に、金融機関のチェックシ

ートと同様、現金をレターパックや宅配便で送

るように言われた、伝票の品名欄に食品・本な

どと書くように言われた、電子マネーの購入を

指示された、電子マネーの番号を教えろと言わ

れたなどのキーワードを記載したチェックシー

トを備えつけていただきまして、宅配物を送ろ

うとする方や電子マネーを購入しようとする方

に声かけを行うよう依頼をしております。

次に、ウのまちの安全・安心ステーション宮

崎共同宣言ですが、ことし11月27日、一般社団

法人日本フランチャイズチェーン協会と本県警

察が「まちの安全・安心ステーション宮崎共同

宣言」を行いました。日本フランチャイズチェ

ーン協会とは、コンビニエンスストアのほか、

ファーストフードなどの外食チェーンなどが加

盟する団体であり、加盟する県内の企業は10社

で計450の店舗数があります。

、 、共同宣言は 警視庁に続き全国２例目であり

内容は、警察は各店舗に対する警戒や防犯情報

の提供、各社、各店舗は、うそ電話詐欺などの

被害の防止や事件発生・認知時の警察への即報

などに取り組むものでございます。

これまでコンビニエンスストアのみとの連携

でしたが、これからは外食チェーンなどでも被

害防止の広報啓発を行いまして、社会全体での

水際阻止を推進したいと考えております。

次に、エのタクシー協会との連携ですが、こ

とし８月９日、一般社団法人宮崎県タクシー協

会との間で、特殊詐欺を初めとする犯罪被害防

止に関する協定を締結いたしました。

昨年中、タクシー運転手による水際阻止、つ

まりだまされた状態の被害者が、タクシーで無

人ＡＴＭ機へ向かおうとした際に、タクシー運

転手の方との会話で、うそ電話詐欺と看破し、

水際で被害を阻止したという水際阻止が４件あ

、 、りまして タクシー業界との連携が必要と考え

締結したものでございます。

この協定はタクシー協会と防犯情報ネットワ

ークを構築し、タクシー利用者の防犯意識を啓

発して、うそ電話詐欺等の犯罪を防止すること

を目的といたしまして、タクシー協会会員に対

するタイムリーなうそ電話詐欺等の防犯情報の

提供、タクシー利用者に対するうそ電話詐欺等

の被害防止に係る広報啓発、認知した犯罪等に

関する情報の警察への通報が主な内容となりま

す。

具体的には、うそ電話詐欺と思われる不審電

話が、特定の地域で相次いだ場合の情報提供、

うそ電話詐欺の被害者と思われる方がタクシー

に乗車した際の警察への通報などの場面を想定

しております。

ことし、タクシーによる水際阻止については

、 、確認できておりませんが このように金融機関

コンビニエンスストア、タクシーなどといった

社会全体で、うそ電話詐欺被害を水際で阻止し

た結果、冒頭でも御説明しましたとおり、こと

しは10月末で39件、約2,300万円という県民の方

々の大切な財産を うそ電話詐欺の被害から守っ、

ております。

このように警察としては犯人からの電話をと

らせない撃退力向上対策、犯人と電話で話をし

てもだまされないための広報啓発を行う看破対

策、万が一、犯人からだまされても、金融機関
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などの社会全体で水際阻止する水際阻止対策、

この３本柱をうそ電話詐欺被害防止対策の基本

として各施策を推進してまいります。

以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○新見委員長

その他報告事項についての質疑があったら出

してください。

このオレオレ詐欺、本当にいろい○中野委員

ろ次々考えて、みんな一生懸命頑張っておられ

るなというのはわかる。

さっきの説明で、人口比でいったらどうかわ

かりませんけれど、山間部の人たちが多い、そ

れと、みんな金をよく持っているなというのが

実感です。

さっきの新聞広報なんだけれど、例えば、い

ろいろな詐欺に遭った人の中で、今まで皆さん

が広報をやってきたのを何か見たことあります

かとか。今、新聞なんかも特に年配の人はもう

とってない人がかなり多いんです。だから、広

報としては何が一番効率かという話。

それから、もう一つ、私もテレビで何回か見

ました。これ見ておって、ああ、そうかってい

うような感じで。今、どういう手口で電話が来

たかというのはここでしか聞けんのですよ。だ

から、私はもうちょっとテレビなんかにそうい

うフィクションみたいな話を入れて、こんな形

でありましたとか、何かそんな方法。歌を使っ

てにぎやかにするよりか、もうちょっとフィク

ションみたいな話で具体的にこんな事例に遭い

ましたとか、そんなふうにするのが結構いいん

、 。じゃないかなって これは私の意見ですけれど

詐欺に遭った人に、今までこんなことをやって

いて、何か見てましたかとか、そんな聞き取り

をしたことはないんですか。

中野委員がおっしゃった○戸髙生活安全部長

とおり、何が効果があるのかというのは実際に

形としては出てきませんけれども、いろんな施

策が相重なって効果が出てきているんじゃない

かということで、繰り返し、繰り返し、地道で

はありますけれども、特効薬はありませんけれ

ども、やっていくことが大事かとは考えており

ます。

先ほどおっしゃいました実際に被害に遭った

方については、アンケートを依頼しておりまし

て、こういうのが発生しているのを知っていた

のか、なぜそれにだまされたのか、そこらあた

りを中心にして聞き取りをしております。

また、これはこれからの話ですけれども、某

テレビ局において、今度、実際に銀行でカメラ

を回しまして、高齢者の方が声をかけてもらえ

るとか、そういうことについても具体的に出し

ていきたいということで考えております。

そのアンケート調査ではどうでし○中野委員

た、そういうＰＲを知っていたとか、見たこと

があるとか、何か出てきたですか。

大体だまされた方につい○戸髙生活安全部長

ては、どこかで聞いた、あるいは知っていた、

だけど自分がだまされるとは思ってもいなかっ

たと。特にオレオレ詐欺については、いわゆる

自分の子供さん あるいはお孫さんが被害に遭っ、

ている、お金が欲しいと、ところが家庭の事情

ですから誰にも話せない、そして大事な子供や

孫を救いたいということでだまされる事案が多

いのが現実です。

ぜひ、そういうアンケート調査の○中野委員

分析をまた教えてください。

コールセンター関係でＰＲをして○太田委員

、 、 、いただいて そのことで 例えば月別に見ると

８月以降、ぐっと減っているということは、そ

ういったいろいろな取り組みの効果として評価
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するべきだろうと思うんです。だから、こうい

。う効果がずっと今後も続いていくようにですね

ことし、認知件数としては36件というのが出

てますね。これまでの認知件数も挙げられてい

ますが、この中で逮捕とか解決に至って犯人が

見つかったというような、あの辺の数字はどう

なるんですか、これ、逮捕にまで至るというの

はなかなか難しいんですか。

この振り込め詐欺にかかわっ○鬼塚刑事部長

た人間たちは実行犯ということで、例えば、お

金を取りに来るとか、電話をかけにくるとか、

最後まで、突き上げまでいけば首魁という主犯

格になるわけですけれど、こういう人たちをど

れだけ捕まえたか、実行犯の検挙人員を申しま

すと、ことしが10月末現在で、本県では４人、

昨年が７人、一昨年が３人とか、大体一桁台の

実行犯の検挙実績でございます。

わかりました。なかなか難しいん○太田委員

だろうなと。昔であれば、よく映画であるよう

に 逆探知をするというのができていたんでしょ、

うけれど、もう、今、携帯電話的なものでは、

そこを探るというのはなかなか難しいんでしょ

。 。うね その辺の事情もお聞きしたいと思います

まず、このうそ電話詐欺の特○鬼塚刑事部長

徴、これにつきましては中枢で主犯格となる者

たちが、検挙の実績もあわせまして首都圏のほ

うが舞台となっております。

ですから、そちらの首都圏での捜査が多いと

いうことで、他県と競合する事案も多数ござい

ますので合同で組んでやっているわけでござい

ます。その中では、先ほどちょっとお話があり

、 、ましたけれども携帯電話 これにつきましても

本人に捜査が及ばないように、例えば、飛ばし

電話といって不正に入手した電話を使ってやる

とか、そういう形で。結局その連絡先、犯人同

士も、先ほど言いました、例えば、お金を受け

に行く受け子というのがいたりすると、その受

け子に指示をする人間と、受け子自体の携帯電

話同士がそういうふうに不正に入手したもので

すから、受け子を捕まえても、今度は指示をし

た上の者になかなか行き当たらないとか、非常

に難しい捜査になっているのが現状でございま

す。

実行犯と、上におるのが首魁と言○太田委員

われたですか、実行犯から多少の人間関係が見

つかって上まで上り詰めるのが一番いいんで

しょうけれども、今言われたとおりなかなか巧

みで、関係を遮断しているようなやり方なんで

すね。

実行犯と言われる人たちは、例えば、外国人

であるとか、あんまりそういう言い方をしても

いけませんけれど、大体どんな感じの人なんで

しょうか。

これはうちの統計よりも全国○鬼塚刑事部長

的なお話でさせていただきますと、例えば昨

年、28年でいけば全体の26％ぐらいが暴力団関

係者で、あと、外国人が２％台の大体低いとこ

ろで推移している、こういう者たちというのが

統計上は出ています。

最後に一つ、説明のときにハロー○太田委員

ページの削除の促進というところで、片仮名名

でと言われましたが、これちょっと高齢者と片

仮名というのはどんな関係なのかなと思って。

高齢者の女性の方は片仮○戸髙生活安全部長

名の名前が多い、例えばシエさんとか、あと、

子がつく人とか。片仮名がつくのが統計的に多

いということで、それらの方を高齢者じゃない

かということで、そうじゃないかもしれません

けれども、抜き出しております。

なるほど、わかりました。○太田委員
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この認知件数というのは、実際に○横田委員

、 、被害に遭った件数ということですか それとも

水際阻止できて被害に遭わなかった件数もここ

には入っているんですか。

この認知件数は、被害届○戸髙生活安全部長

を出された方の件数でございます。

阻止件数については入っておりません。

先ほど中野委員も言われましたけ○横田委員

れど、本当にお金をよく持っているなと思うん

ですが、犯人はこの人がお金を持っているとい

う情報をちゃんと持っていてから電話とかする

ものなんですか。

先ほど説明の中で申し上○戸髙生活安全部長

げました闇名簿というのがございまして、実際

に特殊詐欺で使われた名簿、これを捜査の過程

で押収しています。その中では、例えば、株な

どの運用をしている方の名前とかも入っており

ますので、割と金を持っておられる方の名前が

多いのではないかなと思われます。

その電話の内容を信じて、本当は○横田委員

送りたいんだけれど、お金がなかったがために

被害に遭わなかったというのも、もしかすると

あるかもしれませんよね、そんなのは認知は全

然できないということなんですか。

今おっしゃられたことに○戸髙生活安全部長

関しましては、相談ということで何件か来てお

ります。

相談については、本当は借金があったとか、

あるいは子供さんが本当に必要で、例えば、こ

れ 実際にあったんですけれども 長男には黙っ、 、

て次男の方にお金を送金したのを、長男の方が

だまされたと思って警察に相談したとか、いろ

んな事例がございます。

いろんな阻止対策を打って頑張っ○横田委員

ていただいておりますが、犯人のほうもまた別

の新たな手口を考えて、本当にイタチごっこに

なるような気もするんですけれど、それに負け

ないように、ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

検挙率、先ほど宮崎県の数字が出○図師委員

たんですが、全国で言うとどれぐらいになって

いるんですか。

ことしの10月末の統計なんで○鬼塚刑事部長

すが、認知件数に対しまして検挙した人員の割

合で言いますと、全国的な平均は12.8％、当県

につきましては11.1％でございます。

全国のこの件数とか被害額を見て○図師委員

みますと、とても信じられない額が並んでおっ

て、このうそ電話が社会問題になってからかな

り時間がたっているにもかかわらず、まだこれ

ぐらいの数字が出てきているというのは非常に

大変な事象だなと思いますし、検挙率が上がら

ないということも、かなり捜査が難しいという

ことを如実にあらわしているんだろうと思いま

す。前のページでも事細かにきめ細やかな対策

の説明がありましたが、要は検挙率を上げる取

り組みもされているんでしょうけれども、ここ

に捜査の限界があり、ゆえにもう予防とか看破

対策とかに力を注いだほうがまだ効果が上がる

というような認識で取り組まれているんだろう

なということが推測できます。全国的な、横断

的な対策もとられているんでしょうが、より効

、 、果的な対策ももちろんですが 捜査の改善とか

検挙率を上げるための新たな取り組みとかは行

われていないものなんでしょうか。

先ほどもちょっとお話をさせ○鬼塚刑事部長

ていただきましたけれども、大体、犯行の首魁

的な者が多いのは首都圏であるということ、で

すから電話をかけているところも多分にしてそ

ういうところが多いわけでありまして、ただ被
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。害が宮崎県だけじゃなくて全国に及ぶわけです

ですから、そういうものを警察では、警察庁

のほうでデータを集約しまして、それをまた各

県のほうで見られるようにしております。それ

で犯人に結びつけるようなお互いの情報の共有

を図りまして、そしてそういうふうに共同、合

同で組んでやっておるのが現状でございます。

その検挙や先ほどの県警独自のとは別に、警

察がどういう取り組みをしているのかと申しま

、 、 、すと 要は犯行に使われるツール 道具ですね

この対策というのも行っております。

一つは、口座振り込み型が非常に多いという

こともありまして、そういうふうな犯行に使わ

れた口座、これについての利用停止をやってお

ります。

あと、先ほど言いました携帯電話もそうです

けれども、このような不正なことに使われた携

帯電話については、速やかに警察から事業者の

ほうに連絡をとりまして もう細かい話はちょっ、

と省略させていただきますけれども、要は利用

をさせない、契約を解除、通話をさせないとい

うような対策も同時に現在取り組んでいるとこ

ろでございます。

つい先日、うちにも東京からはが○徳重委員

きが来まして、還付金があるからすぐ連絡して

くださいというようなことでした。相手が書い

てないんですよ。相手というか、印鑑も何もな

いんです。そういったことで私はその人に電話

してみたんです。そしたら、電話をまず教えて

くださいと、電話しているんだからわかってし

まったんですけれど、うちの住所と名前が何で

東京でわかったのかなと思って。私じゃない、

家内の名前で来ましたので不思議だったんです

が、住所もちゃんと全部一緒で、どうして東京

でわかるんですか。

はがきの住所につき○橋本生活安全企画課長

ましては、先ほど部長からもありましたように

闇名簿とか、購入履歴とか、いろんな情報から

仕入れているものと思われます。

例えば、電話帳に登載されている方は、電話

帳の名簿に、まず犯人側は一律ではがきを送る

というような手段をとっているものと思われま

す。

ことしは、例えば訴訟を起こしたとかいう内

容のはがきが、県内に多く発送されているとい

う状況があります。このはがきは、語弊はござ

いますが、被害者を釣る、電話をかけてくるの

を待つ、いわゆるまき餌みたいな手段だと見て

いるところでございます。

それで、電話をしたらそういうよ○徳重委員

うなことで、一応、役所に持っていって見せた

ので警察に届けていただいたはずで、そのまま

なんですが。もう絶対に連絡しないでくれとい

うようなことでしたので、それ以降一切してい

ないんですけれど こっちが電話したのが悪かっ、

たなと今反省しています。

ＡＴＭを利用しての振り込みで○新見委員長

すけれども、先ほど県内に本店のある金融機関

と信用金庫の話で、他県に本店のある、そして

宮崎県内に支店のある金融機関もありますが、

今現在、県内に存在する本支店のある金融機関

は、どのくらいの期間利用がされてない口座か

らのＡＴＭを活用しての振り込みはストップす

るというふうにしているんでしょうか。

、○戸髙生活安全部長 総括的に申し上げますと

県内に本店を持つ宮崎銀行、宮崎太陽銀行、そ

れから信用金庫など、全てに振り込み制限とい

うシステムを導入していただきました。

これで県内にある、ほかの県の銀行の支店は

まだ別ですが、大半の金融機関のＡＴＭについ
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ては振り込み制限がかかったという状態でござ

います。

条件でございますが、宮崎銀行、宮崎太陽銀

行、５信用金庫は全て同じでありまして、70歳

以上の名義の口座については、おおむね条件が

一緒ですが、ＡＴＭにより10万円以上の振り込

、みを２年間以上利用していないものについては

ＡＴＭからの振り込みができないという制限に

なっております。

制限額も１日１回当たり限度額が10万円以下

ということで、少額、例えば５万であればＡＴ

Ｍが使用できますが、10万円を超えると制限が

かかるという、ほぼ同様の制限内容になってお

ります。

そのＡＴＭでのチェックに引っ○新見委員長

かかって窓口に来て、できなかったんだがとい

うことで、要するに、そこで水際でとまったと

思うんだけれど それは何件ぐらいあるんでしょ、

うか。

現在、この振り込み○橋本生活安全企画課長

制限は、まず宮崎銀行が本年の７月19日から開

始、太陽銀行が11月１日から、５信用金庫は11

月20日からということで、まだ最近でございま

す。まだゼロ件でございます。

わかりました。○新見委員長

ほかにございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって警察本○新見委員長

部を終了いたします。

執行部の皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時５分休憩

午前11時９分再開

委員会を再開いたします。○新見委員長

報告事項等について局長の説明を求めます。

おはようございます。企業局○図師企業局長

でございます。よろしくお願いいたします。

委員の皆様方におかれましては、日ごろより

企業局の事業運営につきまして御指導・御支援

を賜り、まことにありがとうございます。

企業局といたしましては、今後とも健全経営

に努めますとともに公営企業の理念に基づきま

して、地域貢献にもしっかり取り組んでまいり

たいと考えておりますので、引き続き御指導・

御支援を賜りますようよろしくお願いをいたし

ます。

、 。それでは 座って説明をさせていただきます

本日御報告いたします項目について御説明を

いたします。

お手元に配付しております文教警察企業常任

委員会資料の目次をお開きください。

企業局では、今回、議案及び提出報告書はご

、 、ざいませんが その他報告事項といたしまして

平成29年度各事業の上半期の状況について御報

告をさせていただきます。

今年度上半期は、電気事業及び工業用水道事

業につきましては、ほぼ目標どおりに推移して

いるところでございますが、地域振興事業につ

きましては、天候に恵まれず、ゴルフ場利用者

数が目標の９割以下となっているところでござ

います。

詳細につきましては、総務課長より説明をさ

せますので、よろしくお願いをいたします。

私からは以上でございます。

企業局長の概要説明が終了しま○新見委員長

した。

その他報告事項に関する説明を求めます。

それでは、引き続き御説明い○松田総務課長

たします。
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お手元の資料の１ページをお開きください。

、 。１ 電気事業の業務状況についてであります

まず （１）の事業の概況であります。、

。①の供給電力量の太枠の欄をごらんください

上半期は降雨量が平年を下回りましたものの、

ダムの水を有効に活用できたことから、供給電

力量の実績は３億5,838万7,000キロワットアワ

ーで、目標に対する達成率は101.1％となってお

ります。

次に、②の電力料金収入の太枠の欄をごらん

ください。電力料金収入の実績は24億7,800万円

余で、達成率は100.1％となっております。

２ページをお開きください。

（２）の経理の状況であります。

①の収益的収入及び支出のアの収入の太枠の

欄をごらんください。事業収益の収入済額は26

億7,800万円余で、予算額に対する収入率は53.1

％となっております。

、 。次に イの支出の太枠の欄をごらんください

事業費の執行済額は19億5,600万円余で、予算額

に対する執行率は39.6％となっております。

３ページをごらんください。

②の資本的収入及び支出であります。これは

固定資産等に係る収支をあらわすものでありま

す。

まず、アの収入でありますが、資本的収入の

収入済額はございません。

、 。次に イの支出の太枠の欄をごらんください

資本的支出の執行済額は12億4,100万円余で、執

行率は39.6％となっております。

このうち、建設改良費の執行率は0.2％となっ

ておりますが、これは主要な改良工事について

の支払いが下半期に集中しているためでありま

す。なお、契約率にいたしますと19.5％となっ

ております。

４ページをお開きください。

２、工業用水道事業の業務状況についてであ

ります。

まず （１）の事業の概況であります。、

①の給水状況の太枠の欄をごらんください。

上半期は常時使用水量の実績が1,000万1,000立

方メートルと、目標である予定量よりわずかに

下回りましたことから、達成率は99.1％となっ

ております。

次に、②の給水料金収入の太枠の欄をごらん

ください。給水料金収入の実績は１億6,300万円

余で、達成率は99.7％となっております。

５ページをごらんください。

（２）の経理の状況であります。

①の収益的収入及び支出のアの収入の太枠の

欄をごらんください。事業収益の収入済額は１

億8,900万円余で、収入率は50.4％となっており

ます。

、 。次に イの支出の太枠の欄をごらんください

事業費の執行済額は１億1,600万円余で、執行率

は32.1％となっております。

６ページをお開きください。

②の資本的収入及び支出であります。

アの収入でありますが、資本的収入の収入済

額はございません。

、 。次に イの支出の太枠の欄をごらんください

資本的支出の執行済額は400万円余で、執行率

は3.2％となっております。このうち建設改良費

の執行率はゼロ％となっております。なお、契

約率につきましても、９月末時点ではゼロ％と

なっております。

７ページをごらんください。

３、地域振興事業の業務状況についてであり

ます。

まず （１）の事業の概況であります。、
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①のゴルフコース利用状況の太枠の欄をごら

んください。上半期は台風等の影響によりまし

て、利用者数の実績が、合計で１万3,870人で、

達成率は88.9％となっております。

次に、②の施設利用料収入の実績の欄をごら

んください。指定管理者からの納付金の上半期

分1,000万円余を受け入れております。

８ページをお開きください。

（２）の経理の状況であります。

①の収益的収入及び支出のアの収入の太枠の

欄をごらんください。事業収益の収入済額

は1,200万円余で、収入率は50.6％となっており

ます。

、 。次に イの支出の太枠の欄をごらんください

事業費の執行済額は1,100万円余で、執行率

は47.9％となっております。

９ページをごらんください。

②の資本的収入及び支出であります。

アの収入でありますが、資本的収入の収入済

額はございません。

、 。次に イの支出の太枠の欄をごらんください

資本的支出の執行済額は300万円余で、執行率

は18.5％となっております。このうち建設改良

費の執行率は74.3％となっております。

、 、 、なお 参考といたしまして 10ページ以降に

各事業ごとの上半期時点での損益計算書と貸借

対照表を添付させていただいております。

私からの説明は以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○新見委員長

その他報告事項についての質疑はありません

でしょうか。

工業用水関係ですが、これは特別○太田委員

気になることでもないんですけれど、目標と実

績の関係、これのずれが生じるというのは、経

済動向で企業活動が活発になったら余計使いま

すよとかいうような、そういう動向でその辺の

誤差が出るんですか。

今回の使用水量との差でござ○松田総務課長

いますけれども、企業さんのほうで節約型の空

調設備を使われたというようなことで、使用水

。量が減ったというのが原因の一つでございます

ゴルフ場のことなんですけれど、○横田委員

これを見たら平日と休日の利用者数は、休日が

平日の半分ぐらいありますから、日数は少ない

のにこれだけ入っているということは、やっぱ

。り休日のほうがはるかに多いということですね

今、ほかのゴルフ場でも土曜・日曜とかいっ

たら、すごくいっぱい入れていて、一打打つご

とにかなり待たされるとか、そういうことも結

構あると思うんですけれど、ここのゴルフ場は

入場制限といいますか、それはしているものな

んですか。

日曜日の状況でありますけ○新穂経営企画監

れども、平均いたしますと100人、多くても160

とか、そういう人数ですので入場制限とかはし

ておりません。

ことしのイメージで、土曜・日曜○横田委員

、 、とか 何か催し物があるといつも雨が降るなと

そういうふうに思ったのをすごく覚えているん

です。

だから、土曜・日曜とかに雨が降るとちょっ

と痛いよなと思って、でもこれはしようがない

ことですから、その中で頑張っていただくしか

ないなと。

同じくゴルフ場のことですが、か○徳重委員

なり利用者数が減ってきているというなかで、

利用料収入は管理者から100％いただいていると

いうことのようですが、その採算ベースという

かな 運営上 何％までが限界と見ていらっしゃ、 、

るんですか。
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そして、上半期がこういう状況で、これから

寒くなって冬場にまだ少なくなるのかなと、こ

ういう気がするわけで、経営上の見通し、どう

考えていらっしゃるのか。

まず、今後の経営状況なん○新穂経営企画監

ですけれども、高齢者が多いということで、寒

い日がありますとやはり人数が減るという傾向

にございます。

ことしは夏も暑かったものですから、暑いと

きも減る、そして雨のときもされないというと

ころで、やはり気象に大変影響されるところが

あります。今後、寒い時期を迎えますので、寒

波が来なければ、平年どおりは入るのかなとは

思っております。

それと、最初の御質問の採算ベースというと

ころなんですけれども、現在の指定管理を委託

するときに大体計算したところ、３万2,500人の

入場数があれば、指定管理者もとんとんで行け

るというような算定はしております。

しかしながら、昨年は３万464ということ

で、2,000人ほど目標を下回ったもんですから、

指定管理者が赤字になったというところであり

ます。

ですので、今後もやはり単価の高い土曜・日

曜に客を集めるというところで、少しでも収入

が改善されるように努力はしていきたいという

ふうに考えております。

よろしいですか。○新見委員長

その他で何かございませんか。

資本的収入がゼロだったけれど、○中野委員

普通、資本的収入というのは科目は何が考えら

れるかな。

例えば、電気事業で言います○松田総務課長

と、収入のほうで工事負担金、これは知事部局

からの負担金でありますとか、貸付金の返還金

とか一般会計からの返還金、あるいは工水会計

等に貸し付けている分の返還金等が資本的収入

のほうで上がってまいります。

ほかにございませんか。○新見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、以上をもっ○新見委員長

て企業局を終了いたします。

執行部の皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時24分休憩

午後１時８分再開

委員会を再開いたします。○新見委員長

今回、当委員会に付託されました議案等につ

いて教育長の説明を求めます。

教育委員会でございます。よろ○四本教育長

しくお願いいたします。

まず、おわびを申し上げます。教職員の服務

規律の遵守につきましては、これまで繰り返し

指導を行ってきたところでありますが 先月 11、 、

月７日に小学校教諭が強制わいせつ容疑で逮捕

、 。され 11月28日に起訴されたところであります

また、11月17日には、県立高校教諭に児童生

徒へのセクシュアルハラスメントで戒告の懲戒

処分を行いました。

児童生徒の模範となるべき教職員による非違

行為が続けて発生しておりまして、県議会を初

め、県民の皆様方の信頼を大きく裏切ることに

なりましたことを心から深くおわびを申し上げ

ます。

このような状況を受けまして、県教育委員会

では全公立学校の校長を対象とした緊急校長会

を実施し、私から、直接、校長へ綱紀粛正に向

けた指導を行ったところでございます。

今後とも不祥事を防止するため、管理職によ
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、る教職員一人ひとりに対する指導の徹底を図り

本県教育に対する信頼回復に努めてまいりたい

と考えております。

次に、お礼を申し上げます。

11月８日に開催されました宮崎県文化賞授賞

、 、式には 新見委員長に御臨席をいただきまして

まことにありがとうございました。この場をお

かりしまして厚く御礼を申し上げます。

ここから座って説明をさせていただきます。

それでは、文教警察企業常任委員会資料の表

紙をおめくりいただきまして、左側の目次をご

らんください。

今回御審議いただきます議案は、議案第31号

「市町村立学校職員の給与等に関する条例の一

部を改正する条例」であります。

次に、その他報告事項といたしまして５件、

御報告させていただきます。

まず、県立高校生の就職内定状況について、

次に、県立明星視覚支援学校の幼稚部設置につ

いて 「私を変えた先生との出会い」エピソード、

について、えひめ国体（第72回国民体育大会）

の結果と今後の競技力向上について、最後に宮

崎県立図書館ビジョンの策定についてを御報告

させていただきます。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、この後、引き続き担当課室長及び

、 、図書館長が説明いたしますので 御審議のほど

よろしくお願いいたします。

教育長の概要説明が終了しまし○新見委員長

た。

次に、議案に関する説明を求めます。

教職員課でございます。よ○黒木教職員課長

ろしくお願いいたします。

お手元の常任委員会資料１ページをお願いい

たします。

議案第31号「市町村立学校職員の給与等に関

する条例の一部を改正する条例」につきまして

御説明いたします。

、 、まず １の改正の理由についてでありますが

平成29年の人事委員会勧告を踏まえ、教育委員

会が所管する市町村立学校職員の給与等に関す

る条例について、所要の改正を行うものであり

ます。

２の改正の概要についてでありますが、市町

村立学校職員のうち、教育職の給料表を人事委

員会勧告どおりに改正をいたします。

、 、次に ３の施行期日等についてでありますが

公布の日から施行し、平成29年４月１日にさか

のぼって適用することとしております。

最後に、資料にはございませんが、県立学校

職員の給料表につきましては、知事部局所管の

職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職

員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

におきまして 所要の改正が行われる予定となっ、

ております。

説明は以上でございます。

説明が終了しました。○新見委員長

議案についての質疑があったら出してくださ

い。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、次に、その○新見委員長

他報告事項に関する説明を求めます。

引き続き資料２ページを○吉田学校政策課長

ごらんください。

県立高校生の就職内定状況につきまして説明

させていただきます。

まず、１の平成29年10月31日現在の就職内定

状況をごらんください。

上の段にありますように、平成29年度の卒業

予定者は、網掛けの一番上の部分になりますが
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男女合計で7,152名であります。

次に、就職希望者につきましては、県内がそ

の下になりますが1,252名、県外が912名、合

計2,164名であります。

、このうち10月末までに就職が内定した生徒は

県内が934名、県外が749名、合計1,683名であり

ます。

内定率で見ますと、その下になりますが、県

内が74.6％ 県外が82.1％ 全体で77.8％となっ、 、

ております。

右隣の平成28年度、27年度の数値は、平成29

年度同時期のものでありまして 昨年度 平成28、 、

年度と比べますと、右下、太字でマイナス0.8と

ありますように、就職内定率は下がっておりま

す。これは、今年度、公務員を希望する生徒の

割合が高い状況でありまして 自衛隊や警察は10、

月までに結果が出ていないことなどから、全体

の内定率が下がったものと考えております。

また、表の上のほうに戻りますが、就職希望

者の欄、ここの県内希望者1,252名のその２つ下

にあります全体の2,164名に対する割合が57.9％

になります。昨年度、平成28年度に比べて3.1％

ふえておりますが、これは雇用労働政策課、宮

崎労働局とともに高校生が県内企業を理解する

取り組みを行ってきたことによる一定の成果が

あったものというふうに考えております。

また、県立高校全体で就職内定に至っていな

い生徒が、先ほどの希望者2,164名から内定

、 、者1,683名を引きました数 481名おりますので

今後も引き続き関係機関や学校と連携しながら

就職内定率の向上に努めてまいりたいと思いま

す。

以上です。

特別支援教育室でご○川越特別支援教育室長

ざいます。

隣のページ、３ページをごらんください。

県立明星視覚支援学校の幼稚部設置について

御説明をいたします。

これまで視覚障がいのある幼児につきまして

は、明星視覚支援学校が教育相談として支援に

努めてまいりましたが、公の教育機関として視

覚障がいのある幼児への早期教育に責任を持っ

て取り組むべきであると判断いたしまして、来

年の４月から明星視覚支援学校に幼稚部を設置

することといたしましたので御報告申し上げま

す。

最初に、１の幼稚部設置の経緯等について御

説明いたします。

まず （１）の県内の幼稚部の設置状況でござ、

いますが、県内の特別支援学校には、聴覚障が

いを対象とした都城さくら聴覚支援学校及び延

岡しろやま支援学校と、病弱を対象とした赤江

まつばら支援学校の計３校に、それぞれ幼稚部

を設置しております。

次に （２）の明星視覚支援学校への幼稚部設、

置の要望でありますが、保育所等におきまして

は、全盲の幼児の受け入れが厳しい状況にある

ことや、視覚障がいのある幼児に対する早期教

育の必要性が高いことなどから、特別支援学校

ＰＴＡ連絡協議会の陳情事項として、平成27年

度から今年度までの３年間、継続して要望が上

がっているところでございます。

次に （３）の明星視覚支援学校における教育、

相談の対応状況でありますが、表にありますよ

うに昨年度までは週１回、１時間程度の対応で

ございました。

、 、今年度からは内容を充実いたしまして 現在

月・水・金の週３回実施しておりまして、３学

期からは、さらに月曜から金曜日までの週５回

へと段階的に回数をふやして対応することとし
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ております。

また、時間につきましては、１学期が午前中

のみの対応でしたが、２学期からは給食を実施

いたしまして午後まで対応できるようにしてお

ります。

続きまして、２の設置予定の幼稚部の概要に

ついてでありますが （１）の入学予定人数及び、

学級数の表にございますように、現在、３歳児

学級が全盲１名、４歳児学級が全盲２名、５歳

児学級が全盲１名と弱視３名の計４名で、最大

で７名の入学者が見込まれており、それぞれ１

。学級ずつの計３学級を設置する予定であります

次に （２）の幼稚部の日課でありますが、午、

前９時に登校し、午後２時の下校までの間に、

歩行訓練や遊びを通した体験活動等を中心に行

い、小学部入学までに身につけておくべき内容

を学習することとしております。

最後に、３の設置までのスケジュールについ

てでありますが、11月の定例教育委員会におき

まして、県立特別支援学校の部及び高等部の学

科等に関する規則の改正を行い、明星視覚支援

学校に幼稚部を新たに加えております。

本日の御報告の後、幼稚部への入学案内を行

いまして、来年の３月には面接等の入学に係る

検査を実施する予定としております。

説明は以上でございます。

同じく資料の４ページをご○黒木教職員課長

らんください。

「私を変えた先生との出会い」エピソードに

ついて説明いたします。

１の目的にありますように、このエピソード

は県民の皆様に教育のすばらしさを再認識して

いただき、県民総ぐるみの教育を推進すること

を狙いに、７月から９月にかけて募集したもの

であります。

４の応募数にありますように、小学生から70

代の広い年齢層より全306点の作品の応募がござ

いました。県教育委員会において特に紹介した

い心温まる作品24作品を選出し、11月12日、日

曜日に、県庁講堂にて、寄稿者の方々に対しま

して感謝状贈呈式を開催いたしました。

当日、24名の寄稿者のうち20名の皆様に御出

席いただき、その御家族の方28名、また、エピ

ソードにあった恩師の方13名にも参加いただい

て、笑顔あり、涙ありの感動的な贈呈式を行う

ことができました。

なお、選出した24作品につきましては、別冊

でお配りしております資料、平成29年度「私を

変えた先生との出会い」エピソード集にまとめ

ておりますので、後ほどごらんください。

今後は、６の今後の活用方法にありますよう

に、県民の皆様に教育のすばらしさを伝えてい

く貴重な資料として、また、県内の教職員を元

、 、気にし さらに意欲を高めてもらう資料として

県教育委員会が作成する資料での紹介や「教育

ネットひむか」への掲載など、各方面で活用し

てまいりたいと考えております。

説明は以上であります。

えひめ国体（第72回○古木スポーツ振興課長

国民体育大会）の結果と今後の競技力向上につ

いてでございます。

常任委員会資料、引き続き６ページをごらん

ください。

えひめ国体につきましては、９月９日の弓道

競技、カヌースラローム競技から始まりまし

て、10月10日の総合閉会式をもって全日程を終

了したところでございます。

本年度は天皇杯順位30位台前半を目標として

おりましたが、１に示しておりますように、本

県の男女総合成績であります天皇杯得点は702点
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となり、順位は44位となっております。

また、昨年44位でありました皇后杯は、順位

を１つ下げ、45位となっているところでござい

ます。

２には、平成20年度大分大会からの天皇杯順

位及び競技得点の推移を示しております。参加

得点であります400点を除きます今大会の競技得

点は、右端に示してありますとおり302点であり

ました。

その内訳を３の成年少年・男女別競技得点の

表に示しております。ことしの国体、平成29年

のところをごらんいただきますと、合計の下に

ございますように 成年が190.5点 少年が111.5、 、

点と、６対４で成年の得点比率が高くなってお

り、成年種別の躍進がございました。

また、男女では男子が229点、女子が73点であ

りまして、依然としまして女子の競技力が課題

となっております。

４には、入賞競技を団体競技と個人競技に分

けて示しております。

まず （１）団体競技では、バトミントン競技、

少年男子の２位を初め、５競技６種別で入賞が

ございました。

次に、６ページをごらんください。

（２）個人競技では、ボクシング競技少年男

子の優勝やウエイトリフティング競技成年男子

の優勝など、下の合計の欄にありますように、

。９競技31種目で入賞があったところであります

今年度は18競技33種目が九州ブロック国体を

突破したものの、昨年度よりも３競技７種目少

なく、大変危機感を持って臨んだ大会でござい

ました。

そのような中でも 「チームみやざき」を合言、

葉に、監督、コーチ、選手、そしてそれぞれを

支えるドクターやトレーナーが気持ちを一つに

して、最後まで粘り強く戦っていただき、ボク

シング競技少年男子の中垣選手の２年連続優勝

やウエイトリフティング競技成年男子の高尾選

手、青野選手の優勝、本県のバトミントン少年

男子にとりましては最高成績となります団体２

位になるなど、県民の皆様に感動を届けること

ができたと感じております。

一方では、団体競技の育成強化、女子競技力

の向上、新たな特技競技の育成と未普及競技の

育成などの課題も浮き彫りになった大会となっ

たところであります。

次のページをごらんください。

続きまして、５の国民体育大会に向けての競

技力向上についてでございます。

ごらんのとおり （１）の競技力強化推進校等、

の支援や有望選手の発掘・育成を中心とした選

手の育成・強化 （２）の選手を医科学の面から、

サポートすることなど環境条件整備 （３）の専、

門的な知識・技能を持った指導者の確保・育成

という３本柱を基本に強化を図っているところ

であります。

今後はこの３つの柱をさらに充実させていく

ことで、課題解決を図っていく必要があると考

えております。

また （４）の２巡目国体に向けて検討すべき、

事項としましては、本県スポーツの発展や競技

力向上を図るために設置された競技力向上対策

推進本部の組織を初め、競技力強化のための競

技力向上対策年次計画を見直していくことが必

要であり、現在、検討しているところでござい

ます。

また、競技力強化及び大会運営の中核を担う

競技団体の育成についても、今後さらに取り組

んでいくことが重要であると考えております。

このような競技力向上の推進体制を整えまし
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て、天皇杯獲得に向け、競技力向上を進めてま

いりたいと考えております。

以上でございます。

県立図書館でございます。○金子図書館長

お手元の常任委員会資料の８ページの宮崎県

立図書館ビジョンの策定について御説明いたし

ます。

まず、１の策定の趣旨でありますが、９月の

当委員会で御説明しましたように、県の中核図

書館であります県立図書館の今後目指すべき姿

、 、や役割 施策展開の方向性等を明確にするため

来年度から向こう10年間のビジョンを策定する

ものであります。

次に、２の策定までの流れでありますが、昨

年11月の宮崎県立図書館ビジョン懇談会による

県教育長への提言を踏まえて策定作業に入り、

本年９月の当委員会で素案を御報告いたしまし

た。

その後、市町村立図書館等との意見交換や９

月25日から１カ月間のパブリックコメント等を

経まして、このほど成案を取りまとめ、本日御

報告させていただくものであります。

次に、３のパブリックコメントの結果であり

ますが、７名の方から19件の御意見をいただき

ました。

その主なものを御紹介いたしますと、期間10

年の長期ビジョンであることから、中期的な評

価が必要というものでありまして、ビジョンを

具体的に推進するアクションプランを毎年度検

証し、その結果やビジョンの環境変化などを踏

まえ、必要に応じて見直すと回答したところで

ございます。

次に、市町村立図書館等へのアドバイザー派

遣については、専門性の高いものをという御要

望がありましたので、その趣旨も踏まえ、アド

バイスを行う当館職員の資質向上に努めてまい

るとしております。

次に、当館の専門的なサービスを支える人材

の育成・確保等に関しての御意見も複数出され

たところでありまして、それらの御意見を踏ま

えつつ、司書資格のみならず、さまざまなニー

ズに応え得る広い視野や知識、ネットワークを

有する専門的人材の育成・確保に努めてまいり

ます。

９ページをごらんください。

パブリックコメントに基づいて修正を行った

箇所が２点ございます。恐れ入りますが、別冊

の宮崎県立図書館ビジョンの23ページをお開き

ください。

図の左側中央の吹き出しの部分に記載してお

りますけれども、約400万冊の蔵書について、素

案段階では「県全体で」と表現しておりました

けれども、正確を期するため 「県立及び市町村、

」 。立図書館で というふうに修正をいたしました

続いて、同じ別冊の34ページをお開きくださ

い。

「これまでの取組の評価」の項の２段落目に

あります「地域資料」につきまして、素案では

「 」歴史資料と行政資料と合わせまして 郷土資料

と表現しておりましたものを、ビジョン懇談会

での議論を踏まえまして「地域資料」に修正を

いたしました。35ページの該当箇所につきまし

ても、同様の修正を行っております。

恐れ入りますが、再び常任委員会資料９ペー

ジのほうにお戻りいただきたいと思います。

４の今後の予定であります。今月、当ビジョ

ンを公表した後、ビジョンを具体化する来年度

から向こう３年間のアクションプランを今年度

末までに策定することといたしております。

今後、市町村立図書館や大学図書館、学校図
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書館との密接な連携・協力と、それらを支える

専門的人材の育成・確保に努めながら、ビジョ

ンに掲げました「知の共有・創造を支える全県

図書館ネットワーク」の実現に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

説明は以上であります。

執行部の説明が終了しました。○新見委員長

その他報告事項についての質疑があったら出

してください。

２ページ、高校生の就職内定、内○中野委員

定率がもうちょっとことしはふえているのかな

と思ったが、あんまり大したことがないんだけ

れど その中で公務員とか自衛隊志向が多くなっ。

たという話だけれど、例えば、県外からの求人

数と県外就職希望者、これなんかどんなふうに

見ればいいんですか。

ここでは、県外からの就職オファーがどれぐ

らい来ていて、そのうち何％だから、最終的に

は第一希望でなければ100％決まりますよという

話になるのかなと思うんだけれど。県内就職に

しても県内の企業の求人数と、それに対する高

校生の内定率、その差は何かというのが大事な

分析かなと思っているんですが。

求人倍率でありますけれ○吉田学校政策課長

ども、今、手元に、県内・県外が分かれた数字

ではないんですが、1.5倍の求人があるという状

況にあります。

先ほど説明いたしました２ページの表は、求

人というよりも今の就職希望者がどれだけ内定

しているかと。先ほど委員がおっしゃいました

ように、未内定の生徒の中の半数以上が公務員

でありますので、ことしは公務員の希望者が多

うございましたので、昨年度より少なくなって

いるという状況にあります。

高校生の求人は、ハローワークを○中野委員

通して来るわけじゃないでしょう、各学校それ

ぞれに。どうなっているの。

各学校に来ることになっ○吉田学校政策課長

ています。

私が今知りたいのは、この雇用状○中野委員

況の中で、県外からの求人数、それに対してま

だ100％決まってないということとか、さっき

言ったように県内の高校生求人数に対して何人

決まったかとか、何かそこ辺をもうちょっと。

この単なる内定とかいうのは、今、最終的には

ミスマッチでこれだけ決まっていませんという

話なのか。学校数が多いけど、高校生だから教

育委員会で全体の求人数の取りまとめぐらいは

とっていないわけ。

求人数に関○飯干教育次長（教育政策担当）

して1.5倍というのは、県内、県外というのがま

た後で出てくるかもしれませんけれども。

ちょっと待って、その1.5倍って高○中野委員

校生の1.5倍。全体が1.5倍じゃないの。一般も

含めた、パートも含めた有効求人倍率というの

は。

この1.5倍というのは高校○吉田学校政策課長

の状況であります。

高校だけの募集と希望者というこ○中野委員

とでいいわけ。1.5というのは全体じゃないの、

ハローワークでとっている。

高校生だけの有効求人倍率というのは、どこ

かがまとめないと、ハローワークじゃ出ないの

では。

求人数のデータは労働局○吉田学校政策課長

にありますので、県内外のデータが今こちらに

はないんですけれど、求人倍率については高校

は1.59倍、県内求職者に対する求人倍率という

のが2.73倍と、県内の求人が多い状況になって

おります。
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1.5あるのに今はトータルで77％と○中野委員

かで、あとは時間的な問題で、第一、第二希望

まで入れれば100％にできるという話なの。

今のにお答○飯干教育次長（教育政策担当）

えしますが、就職の場合に、１人１社しか受け

ることができません。そこに複数の高校生が集

、 。まってくるので 当然落ちる子がいるわけです

１つの企業に例えば５人の求人があって、でも

生徒のほうは１人１つ受けに行くわけです。そ

うすると、その会社で例えば５人の募集に10人

来た場合には、第一希望で５人が落ちてしまう

んです。

だから、その子たちはどうするかというと、

少し期間をあけて待って、次の会社をもう一度

。 、受けます 人によっては１月とか２月に２回目

３回目を受けるという状況があって、１人、一

度に１社しか受けられないので、落ちてしまっ

たら次を待つということになります。

それと、もう一つは、先ほど課長が言いまし

たように、ことしの卒業予定者数は去年よりも

減ってますけれども、この中に公務員の希望者

が280名いまして、それは去年と比べて20名多い

んです。この発表がまだですので、それで率も

少し下がってしまうと、今後決まっていきます

が、もちろん決まってない子も若干名出ますけ

れども、これからこのカーブのように、流れと

してはそういうことでございます。

今、県内の高校生の有効求人倍率○中野委員

はどれぐらいなの。

本年度は、2.73倍であり○吉田学校政策課長

ます。

同じような質問になろうかと思い○徳重委員

ますが、今の内定率から言うと、480名ぐらいの

方がまだ内定していないと、280名の方が公務員

を受験されているということを今おっしゃった

ところですよね。

それで、県外の場合は年内にもう大体終わる

んじゃないかなと私は思ってるんですが、県外

が今からも来るのかなと。落ちた人たちがもう

一遍県外を受けようというようなときに、まだ

これからも県外の募集があると理解していいん

ですか。

求人のほうが多うござい○吉田学校政策課長

ますので、就職試験に落ちた生徒がまた試験を

受けていくというふうにしながら、少しずつ県

内でも県外でも決まるまで受け続けていきます

ので、十分、就職口はあるということになると

思います。

県外の方々というのは、ある程度○徳重委員

優秀な者からとっていくでしょう。倍率も県内

は2.73と、さらに大きな倍率になっていますよ

ね、それぐらい要求が高いわけです。そこで学

校としては本人の意思と言えばそれまでですけ

れど、県内のほうが相当有利に就職ができるよ

うな形になっているのかなと思ってるんですよ

ね、そういうことは指導はされないもんでしょ

うか。

本人の希望が優先ではあ○吉田学校政策課長

るんですが、例えば、県外でだめだった生徒に

対して県内企業を紹介して、そちらに移行する

というパターンは学校ではよくあります。

県内がだめで県外へというパターンよりも、

県内に落ち着くパターンはあるというふうに学

校から聞いております。

先ほど公務員の希望者が280名とい○徳重委員

う数字を出されたんですが、何人受かるかとい

うことは想定はできないんですか。

この公務員希望の人が何人ぐらい就職できな

いということを想定されているのか、全部行け

たらありがたいんですけれど、それは想定外で
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すか。

公務員はやはり倍率も高○吉田学校政策課長

うございますので、落ちてしまう生徒もかなり

出てきます。具体的な数はちょっと述べられま

せんが、そういった生徒は、次年度に公務員を

チャレンジしようという生徒が多いですので、

就職に転ずるというよりも公務員専門学校等に

進学して、もう一度、次年度に狙うというパタ

ーンが多くなるのが通常であります。

同じく高校生の就職についてです○横田委員

、 、けれど これは県立高校生ということでしたが

私立の高校生もほとんど同じような傾向と考え

てよろしいんでしょうか。

教育委員会のデータは文○吉田学校政策課長

科省のデータの要求に基づいていますので、県

立学校だけなんですが、雇用労働政策課のほう

は私立も含めておりまして、その数字を比較し

ますと、私立を含めたほうが若干県内就職率が

高めに出ますので、私立のほうが少し県内就職

の割合が高いというふうに考えております。

ということは、先ほどもちょっと○横田委員

言われましたけれど、皆さんたちの努力で県内

就職率が徐々に高まってきているというふうに

考えてもいいということですね。

先ほどの県内の希望者数○吉田学校政策課長

の割合から見ても、二、三％ずつは伸びている

と考えます。

警察とか自衛隊など、公務員がま○横田委員

だ決まってないということでしたけれど、これ

は、例えば警察だったら県内、自衛隊とかだっ

たら県外になるのかなと思うんですけれど、そ

の県内・県外のカウントはどんなふうに考えれ

ばいいんでしょうか。

生徒が希望する場所に○吉田学校政策課長

よって公務員は分けているということになりま

す。特に自衛隊とかは最終的に配属先で決まっ

てしまうんですけれども、本人が自衛隊の県内

というふうに希望していれば、県内に計上して

いますし、例えば、警視庁を希望していれば県

外に計上しています。

それで、内定率が県内のほうがか○横田委員

なり低いんですけれど、県内が低くなっている

要因といいますか それはわかっているんでしょ、

うか、わかっていたら教えていただきたいんで

すけれど。

県外は早くから求人票を○吉田学校政策課長

出して、早く生徒を確保していくという傾向が

あります。今、県内内定率が低く見えています

が 各方面から それから企業さんの努力によっ、 、

て求人票を早く出してくれるようになっていま

すので、ここは県外よりは低いですけれども、

改善の傾向があるというふうに考えています。

同じく就職内定状況なんですが、○図師委員

先ほどから出ておりますように、卒業予定者は

減っているけれども、県内希望者が横ばい状態

というのはやっぱり努力のあらわれだろうと思

いますし、県外希望者が減っているというのが

如実に出ていると思います。

それで、県外希望者の中で主な希望業種、ど

ういうところに県外の就職希望者は流れている

、 。のか つかんでいらっしゃれば教えてください

県外企業を希望する多く○吉田学校政策課長

、の割合を持っているのが工業高校でありまして

特に製造業に対して県外での就職を希望する、

例えば一部上場企業ですとか、よく耳にする企

業に勤めてみたいと、そういうところから求人

があると、そちらのほうを希望する傾向があり

ます。

その希望理由なんですが、やはり○図師委員

ネームバリューもあろうかと思いますが、どの
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ようなものが挙げられるんでしょうか。

調査しますと、やはり一○吉田学校政策課長

つは県外に出て働いてみたい、それから、処遇

の面で比較しますと、県内よりも県外がいいと

いうのもあります。中には県内によさそうな企

業がないような気がするという理由で県外とい

うのもありますので、そこあたりはまたさらに

これから啓発していくことで県内就職の認知が

ふえていくと思います。

今おっしゃられるとおりだと私も○図師委員

思いまして、県外流出する主な業種が県内に同

。 、 、様なものがないのか また 処遇面に関しては

県外と同等というのは難しいんでしょうが、都

、 、城商業高校でしたかね 我々が調査したときに

アドバイザーの先生がおっしゃられていたんで

すが、通勤時間とか、家賃とか、食費とか、そ

、 、ういうものを勘案したときに 手取りの給料と

言わば、実際もらえる給料というのは、結局、

宮崎に住んだ場合だと残るほうが大きいんだよ

とか、そういう指導のもとで県内就職をあっせ

んしているということは、説明を聞いてすごく

腑に落ちたんです。

ですから、そういうものをやはり生徒に早い

段階から伝えていくということが必要でしょう

し、もっと言うならば、製造業、これはもう教

育委員会だけではなくて、他部門との連携にな

るんでしょうが、積極的に誘致して、そういう

ところへの就職口をどんどんつくっていくとい

うようなところもあわせてやっていかれる必要

があるんだなと、この数字を見て思ったところ

です。

学校のほうでも、今、こ○吉田学校政策課長

、の県内就職率向上という動きを捉えていまして

県外就職をはっきりと決めて動かない生徒は別

ですが、悩んでいる生徒等には物価のことです

とか、そういうことを示しながら、いい選択が

できるような指導を今しているところでありま

す。

それから、県内に就職支援エリアコーディネ

ーターというのを派遣していますが、この前、

会われたような方が、この企業がこうだという

ようなさらに具体的にアドバイスを学校のほう

にして、それをまた先生たちが生徒にするとい

。うような仕組みができつつあると考えています

例えば、就職希望者、県内と県外○中野委員

がありますよね、これが希望どおりにいったと

。きの県外の就職者の割合をちょっと出してみて

いや、この内定、希望者数どおりとなると、県

内就職率がワースト１というのは、もうしよう

がないなという話になるような気がする。

希望者数でしょうか。○吉田学校政策課長

希望者数でいった場合。○中野委員

就職希望者数で言います○吉田学校政策課長

と、912という県外の数は42.1％であります。

よろしいですか。ほかにござい○新見委員長

ませんか。

明星支援学校についてであります○太田委員

が、これは３クラスふえるということで、スペ

ース的に可能かどうかというのももちろんある

んですが、何かあきスペースとかつくられたん

でしたかね。

それと、もう一つは、３クラスふえるという

ことで、人的な体制やらはどういうふうにされ

るのかという。

、○川越特別支援教育室長 教室につきましては

明星視覚支援学校には、現在、１教室は教育相

談で使っている部屋がございます。あと２教室

につきましては、余裕教室がございますので、

教室については十分対応ができるものとなって

おります。
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また、人的な配置につきましては、教職員課

とも協議を重ねながら、教員の配置について現

在検討を行っているところでございます。

、○太田委員 人的な配置については増というか

ふやさざるを得ないことになりますわね、どこ

かが減ればもってこれるでしょうけれど、一応

ふやす方向でということでいいですね。

はい、そうでござい○川越特別支援教育室長

ます。

もう一ついいですか、４ページの○太田委員

「私を変えた先生との出会い」エピソードにつ

。 、いてであります 私も読ませてもらいましたが

初めて読んで申しわけないんですけれど、非常

にいいことがいっぱい書いてあるなと思いまし

た。いつからこのエピソード集を発行するよう

になったんですか。

平成27年度から３年目にな○黒木教職員課長

ります。

感謝状贈呈式のときに、涙の対面○太田委員

をされることもあっただろうなと思って、本当

に何で行かなかったのかなと後で思うところで

す。私の場合はちょっと日程が詰まっていたか

らなんでしょうけれど、なかなかいい取り組み

だなという感じを持ちました。

この作文自体もあるし、かつての恩師と引き

会わせることもされていると思うと、なかなか

感動的だったんだろうなと思って。この文章自

体が、先生からの一言で感銘を受けたり、体験

の中でいろんな指導を受けて、やっぱり世の中

で建設的に生きていこうということを子供たち

にいい意味で植えつけたんだろうなと思うと、

３年目であるということですけれど、私も知ら

なかったことで申しわけなかったんですが。こ

れはどういう募集の仕方、どんなＰＲをされて

募集しているのかを、私も知らなかったばっか

りに、ちょっと教えてください。

、○黒木教職員課長 募集についてでありますが

方法としましてはテレビ等の教育番組で告知を

したり、あと市町村の教育委員会へ依頼をした

、 「 」り あと県のホームページ 教育ネットひむか

等で告知をいたしました。

また、県内の大学とか企業等へもチラシを配

布いたしまして、本年度、チラシを全て入れる

と4,500枚ほど配布して募集をしたところであり

ます。

70代の方が１名応募されています○太田委員

よね、もう年齢に関係なく過去を思い出して、

あの先生の思い出を、となるんだろうと思うん

です。非常にすばらしいなと思って、建設的に

生きていこうということを先生から教えてもら

うというのが本当に一番いい体験だろうなとつ

くづく感じたところです。

ぜひ、こういうのを県民の方に広まるように

して、俺も書いてみようとか、俺もこういう経

験があるというのをどんどん出してくださるよ

うになるといいかなと思って、本当にいい取り

組みだと思っております。

今後、このエピソード集に○黒木教職員課長

ついては「教育ネットひむか」へ掲載し、ホー

ムページでも公表したいと思っております。

改めて、教員の影響力は、はかり知れないも

のであるということも再認識させられましたの

で、また先生方にもそのことを伝えて、模範と

なるよう自覚を促していきたいというふうに

思っております。ありがとうございました。

国体関係なんですが、この前、主○横田委員

要３施設がもう決まりましたけれど、先日、あ

るスポーツ団体の人から、それに対しての不満

の声があったんです。

この前、一般質問でもそういう質問が出まし
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たけれど、一旦決まったことにいつまでも不平

、 、・不満を引っ張ってもらったら 選手強化とか

今後の協力体制とかをつくっていくことにすご

くマイナスというか、プラスには決してならな

いと思います。できるだけ早く納得していただ

けるような取り組みもしていかなければいけな

いんじゃないかなと思うんですけれど、考えを

お聞かせください。

９月に県営３○萩尾国体・高校総体準備室長

施設の整備方針を表明いたしまして、その後、

要望を出していただいた競技団体の皆様のとこ

ろにお伺いをいたしまして、今、いろいろとお

話を伺っているところです。

中にはもう決まったものがありますので、今

後、私どもの競技団体のほうではしっかり国体

に頑張っていきたいという団体もあれば、やは

りちょっと遠くなったということで、いわゆる

役員さんであるとか、非常にお金がかかるであ

りますとか、宿泊の不安を言っておられる団体

等もございます。

そこあたりのお話をお伺いして、競技団体の

方々のそういう不安であるとか心配になってい

ることを、やはりいろんな市町村と連携をしな

がら、どんな支援策ができるのか、あるいは強

化のほうもあるんですけれど。先日、準備委員

会のほうでも 開催の基本方針の中で もう チ、 、 「

ームみやざき」でやるんだと、官民挙げて、こ

れは当然、競技団体もなんですけれども、一般

のいろんな県民の方々がスポーツを通して地域

創生でありますとか、御自分の健康増進であり

ますとか あるいは地域の方々できずなをつくっ、

て頑張っていく姿とか、そういうところをお話

をして、基本方針で示していただいた全県的な

スポーツ振興とか、あるいは地域創生でありま

すとか、そういうところにつなげていきましょ

うというお話を今させていただいている状況が

ございます。今までのシステムが変わりますの

で、確かに不安な面とかそういうところはある

んですけれども、我々としてはこの２巡目国体

をぜひいい機会と捉えて、未来の宮崎をつくる

んだという意識を御理解いただく努力を、また

、 、地元の人たちとも ほかのところとも連携して

一生懸命頑張っていきたいと思っております。

宿泊施設の問題とか、距離の問題○横田委員

とか、よく言われるんですよね。

でも、私もこの前、秋田県のねんりんピック

にも行かせてもらいましたし、愛媛県の障がい

者スポーツ大会にも行かせてもらったんですけ

れど、もう当然どこでも同じなんですよね。距

離も相当あるし、私たちが泊まっていたホテル

から開会式場まで、タクシーで40分以上かかり

ました。でも、すごい数のバスが計画的にどん

どん走って、選手たちを輸送したりして、結局

そういうことで、今、持っておられる不安は解

消できると思うんです。そういったこともしっ

かりと説明していただきながら、何となく不安

に思っていて そういう不満になっているんじゃ、

ないかと思いますので、そこらあたりもしっか

りと説明していただいて、不安解消にも努めて

いただければと思います。

国体ですが、先ほどの報告で本年○徳重委員

度は44位ということで、長崎の19位というのは

ありますが、過去10年ぐらい余りいい結果を出

していないところです。

前の第１回目の宮崎国体のときには、たしか

。 、天皇杯をとったんでしたかね そうなりますと

恐らく全種目でエントリーできるのかなと思っ

ていますが、エントリーの数はどうなっている

んですか。

九州のブロック大会○古木スポーツ振興課長
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という本大会に参加するための予選があるんで

すけれど、そこを突破しないと本大会に出れま

せん。

開催県につきましては、それが全部エントリ

ーできますので、そういった面ではかなり得点

をとるというか、地元の県はかなりアドバンテ

。ージがあるというようなことになっております

そうなりますと、やはり目指すと○徳重委員

、 、ころは どこの県もそうだろうと思うんですが

天皇杯、皇后杯、何とかとりたいなと。あと９

年後ということになります。

国体の種目の中には今まで宮崎県で取り入れ

ていないような競技、そういったものもあると

思うんです。例えば、今、宮崎県で大会が行わ

れていない競技で、国体の種目として取り上げ

られているというのは、例を挙げて二、三でも

いいですが、どういうものか教えていただくと

ありがたいです。

国体の競技は冬の競○古木スポーツ振興課長

技の３競技を入れまして40競技あるんですけれ

、 。ど 宮崎県としては競技団体は全てございます

何らかの育成なり、大会等は全て基本的にはあ

るんですけれども、一部、例えばアイスホッケ

ーであるとか、そういったものについては、県

内ではやっと選抜チームを１つつくるという状

況はございます。そのほかは、例えばスキーで

あっても県民総合スポーツ祭で大会があったり

とか、競技団体さんが40競技全てございますの

で、その中で大会そのものはやっております。

ただ、競技人口といたしましては非常にやはり

少ない、そしてまた競技団体さんの役員等も非

常に少ないということで、本大会で点数をとる

ということになると、やはりかなり強化しない

といけませんし、また、今度は大会の運営もか

かってくることから、競技団体さんの御協力が

要りますので、そういった運営のほうでも大切

になってきます。この資料でも最後に挙げさせ

ていただきましたけれど、競技団体の育成とい

うのが、競技力であっても、あるいは大会運営

にあっても非常に大切になってきますので、そ

のあたりの支援というのをしっかりやっていく

必要があるかなと考えております。

今おっしゃった競技団体の育成支○徳重委員

援がこれからとられていくでしょうが、考えて

いらっしゃるなかでどういった競技、例えば、

今おっしゃったスキーだってジャンプなんかは

夏にもやってますね、あるいはスケートだって

、リンクがあってやっていらっしゃるようですが

どういったものがあとあるのかなと思ったとこ

ろです。

先ほど冬の競技を申○古木スポーツ振興課長

し上げましたけれど、夏の競技で言いますと、

例えば、なかなか予選を突破して本大会にまだ

出られていないような競技といたしましては、

挙げるならばフェンシングであるとか、あるい

は山岳競技、ボルダリングという壁を登ってい

く競技があるんですけれど、そういったものと

か。アーチェリーあたりもなかなかまだ競技人

口が少ない、そして銃剣道、これはもう自衛隊

さんぐらいしか取り組んでおりませんので、少

年はなかなかないというような状況、それとク

レー射撃についても非常に競技人口が減ってき

ております。そのほかなぎなたといった、今、

挙げたような競技が、特に懸念されるのかなと

思っているところでございます。

今言われましたフェンシング、山○徳重委員

、 、 。岳競技・ボルダリング アーチェリー 銃剣道

例えば、都城自衛隊あたりは全国優勝を何回も

している状況なんです。私の知り合いも日本一

になったのが２人ぐらいおるんですが そういっ、
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たことでかなり競技人口があるんじゃないかな

と、また、それに関心のある高校生なり、自衛

隊を終わられた40代、50代の方でも、出られる

可能性は十分あるのかなと思ったりもしたんで

す。そういったふうに競技人口がある程度少な

くても入賞する可能性はあると思うんです。

だから、育成をして、１点でも点数を上げて

いって、総体的に上がっていかないと天皇杯に

届かないと思うもんですから。もう今の時点で

こうしていくぞと、それぞれの競技の目指すと

ころをちゃんと決めて、そして最低どれぐらい

の人は育成していくぞと、あるいは指導者を早

。く決めてこうするぞというものが出てこないと

恐らくあと四、五年たってから、まだ３年ある

から、５年あるから、もうそのときでは遅いと

思うんです。そこ辺はどう考えていらっしゃる

か。

、 、○古木スポーツ振興課長 今 御指摘のとおり

そういった計画で早く取り組まないと、やはり

ある程度期間が必要になってくると思います。

現在、各競技団体さんのヒアリングを県の体

育協会と県の教育委員会で一緒にやっておりま

す。その中で、各競技団体のほうにも２巡目国

体に向けてどういった強化を図っていく必要が

あるのかということ、あるいは具体的にどんな

支援が必要なのかというようなこと等のヒアリ

ングを行っておりますので、その後、一緒に各

競技団体さんともしっかりそこを考えていく必

要があると思います。議員御指摘のように、40

競技ありまして、天皇杯をとっている県を見ま

すと、40のうちの35から36競技は入賞するよう

な点数をとっていかないと、もう天皇杯には届

かないというのが現状でございます。先ほど申

し上げた、なかなか国体で点数がとれていない

ような競技も、逆算して今何をやるべきかとい

うところをやはりしっかり考えていきたいと思

います。

早急にそういった体制づくりをし○徳重委員

ていただきたいと要望しておきます。

国民体育大会、成年男子・女子、○中野委員

少年男子・女子、これずっと順位が高いほうが

いいと思うんだけれど、少年男子、少年女子と

いうのを知らないのだけれど、高校生以下とい

う理解でいいわけですか。

基本的に少年競技と○古木スポーツ振興課長

いうのは、高校生と一部中学３年生も参加して

いる競技が半数近くございます。

そうなると少年男子・女子という○中野委員

のは高校総体がありますよね、そこ辺と順位が

違うとしても、大体結果的には比例するわけで

すか。

御指摘のとおりでご○古木スポーツ振興課長

ざいまして、高校総体の全国でベスト８以上の

入賞者数というのを毎年とっております。こと

しは23でございました。昨年度は少年競技で40

入賞しておりまして、やはり昨年はそういった

関係で少年が点数をとっていた。ことしは少年

競技が非常に点数がとれない、高校総体もなか

なか奮わなかったと。その前の年も少年が24と

いう入賞で非常に少なかったんですけれど、や

はり少年の順位がとれずに42位ということでし

たので、少年競技は高校総体と比例しますし、

ここが安定してとれますと30位台以上がとれる

というような分析はしているところなんですけ

れど、なかなか少年競技というのは毎年メンバ

ーが入れかわるもんですから、最近で言うと１

年おきというような傾向も見られるわけなんで

すが、ここを安定させていくことが、まず、30

位台をとれるポイントかなと考えております。

実業団、スポーツ団体とか多いと○中野委員
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ころはやっぱり有利になる、そうすると企業数

にかかわるとか。教育委員会に物を言おうとす

れば 逆に少年男子のところでどれぐらい頑張っ、

てとしか言えないな。

それと、１回も見たことないんだけれど、例

えば、類似団体があるじゃないですか、秋田な

んかもうちょっと上かなと。スポーツ協会の予

算が大体スポーツ団体にいく予算でしょう。

体育協会を通して、○古木スポーツ振興課長

各競技団体にそういった支援をしているという

状況でございます。

単純比較でもいいから、１回、例○中野委員

えば類似団体とか、九州管内のそういうスポー

ツ協会の予算というのが、どれぐらい全国で差

があるかちょっと見たいんだけれど。やっぱり

予算もないのに頑張れ、頑張れと言ってもしよ

うがないな。来年でいいですから１回そういう

資料を出してください。

また調査をいたした○古木スポーツ振興課長

いと思います。

（ ）○図師委員 国体の競技力向上についての １

の④番のところ、地域シンボルスポーツの育成

、 。というのは やはり私も大切だなと思うんです

ただ、これは小中高生を対象に企業や総合型な

どに活動支援を行うということなんですが、こ

れは強化練習会や講習会という単発の活動だけ

ではなくて、やはり継続的にハード面・ソフト

面の支援が必要だろうなと思ってます。今、説

明を聞いてる中でも、特に全国的にもまだマイ

ナーというか、競技人口が少ないものにいち早

く取りかかったほうが、メジャー競技の競技力

を上げる、全国的にもかなりレベルが高いとこ

ろに食い込むよりは、マイナー競技のほうに光

を当てたほうがと私は思うんです 例えば フェ。 、

ンシングとか、ボルダリングとか、アーチェリ

ーとか、こういうところでどこかの総合型地域

スポーツクラブに専任のコーチとか、指導者を

１年、２年、３年と張りつける予算をつけてい

ただいて招聘して。ボルダリングなんかも施設

がほとんどありませんので、宮崎市内のほうの

総合型が対象になるのかなと思いますし、フェ

ンシングも常設のフェンシング場は高校にはあ

るのか、一般の方が使えるフェンシング場がな

いということ、アーチェリーも一般の方が日常

的に撃てる射場がないということ、そういうも

のを勘案すると、まずハード面というか 「鶏が、

先か卵が先か」じゃありませんけれど、そうい

うものをどこかのスポーツクラブに指定して、

箱にもちゃんとある程度の予算をつけた上で育

成を図っていくとか、そういう計画性というの

も、こういう単発の指導で予算をつぎ込むより

は、ある程度のスパンで体制を整えていくとい

うのが必要かと思います。特にマイナー競技に

関して、いかがでしょう。

御指摘のとおりで、○古木スポーツ振興課長

企業、市郡体協、総合型地域スポーツクラブな

どのそういったものに支援をしているとありま

すけれども、特に、先ほど申し上げましたよう

な競技というのは、高校には多くはなく、何と

か部活動があるところが拠点となっている場合

もあるんです。小中学校では、特に中学校の部

活動ではそういう部はないわけでありまして、

そうなってきますと、こういった地域のスポー

ツクラブ等々と連携を深めて、取り組みをして

いかざるを得ないというのが本音なんですけれ

ども、そういった取り組みをやっぱり今後検討

していくことは本当に大切であると考えており

ます。

特にウエイトリフティングとか、○図師委員

フェンシングとか、アーチェリーは、高校の指
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導者の枠をつくっていただいて指導力向上、ま

た、その指導者も選手としての参加ももちろん

していただくということで計画的にやられてい

るとは思うんですが、やはり常設のそういう練

習場がないというところをまず解消されること

が先でしょうし、指導者を入れられたのであれ

ば、今度はそういう環境も速やかに整えられる

ことを希望いたしますが、いかがでしょう。

まず、指導者、それ○古木スポーツ振興課長

と選手、もう一つやっぱり大事なのは箱物とい

うか、施設、この３つがそろわないとやはり競

技力向上はできませんので、そこあたりも踏ま

えて検討していきたいと思います。

ほかにございませんか。○新見委員長

その他で何かありませんか。

先ほどからいろいろ出ております○徳重委員

が、新しいマイナースポーツ、それぞれ新しい

ものを、指導者を養成するということになりま

すと、当然お金が伴わなければ、幾ら立派な計

画を立てて、ああだこうだと言ってもどうにも

ならないと思っております。ことし、来年、再

来年、この時期に、そういったものをぴしゃっ

とつくってもらえるのかどうか。ずっと検討し

ていきますというようなことでは、もう私は何

にもならないと、四、五年たってから立派な指

導者を求めましたよと、それから頑張りますよ

と言ったってもう遅いと思うんです。ここ一、

二、三年以内には、ちゃんとしたそれぞれの競

、技種目の専門的な指導者を宮崎に連れてくると

そのためには生活保証なり、何なりをしてやら

ないと来てくれないと思うんですが、相当お金

がかかるんじゃないかなと思っています。予算

的な要求をしていく、そういう青写真みたいな

のがあるのかどうか、今からなのか、ちょっと

教えてください。

人の問題もあります○古木スポーツ振興課長

し、選手強化、指導者の養成、そして先ほど申

し上げましたような環境整備という、この３つ

の柱でやっております これにつきまして きょ。 、

うの最後に２巡目国体に向けた検討すべき事項

というところで少しお示しをしているんですけ

れども、現在、競技力向上の対策推進本部組織

というのがございます。これについて、今、見

直しを検討していまして、その中であわせて競

技力向上の対策年次計画という、３年ごとの計

画のもとに取り組んでおりますが、これにつき

まして、今、２巡目に向けての基本的な考え方

をここでまとめているところでございます。こ

れを踏まえて、それに必要な予算等についても

今後要求をしていきたいというふうに考えてお

ります。

今、次の宮崎国体に向かっていろ○中野委員

いろ競技力強化とか言うじゃないですか あと10、

年先よね。幼稚園生を魂入れてやってちょうど

中学生にして大会に出るぐらいになるとか、そ

こら辺は難しいなと思って。今、高校生をやっ

たってもうどっちみちオーバーするでしょう 10、

年先をどうやってと疑問を持った、それだけ。

国民体育大会につい○古木スポーツ振興課長

ては毎年やっておりますので、次年度の国体に

向けての強化も必要なんですけれど、２巡目国

体ということになりますと、ある程度ターゲッ

トの世代というのがございまして、今の小学校

３年生がちょうど高校３年生で少年競技力の中

心になるんでしょうか。それから、小学校２年

生、小学校１年生あたりがちょうど少年競技の

主力と、現在の中高生につきましては、ちょう

どもう大学生から大人になると成年競技の中心

ということになりますので、そこあたりのター

ゲットになるということを踏まえても、今の強
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化は成年にはかなりつながっていくのかなとい

うふうに思います。両方でやっていく必要があ

るのかなと思っております。

よろしいですか。○新見委員長

ほかにございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、以上をもっ○新見委員長

て教育委員会を終了いたします。

執行部の皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時20分休憩

午後２時25分再開

委員会を再開いたします。○新見委員長

採決についてでありますが、申し合わせによ

り委員会審査の最終日に行うことになっており

ますので、８日に採決することにし、再開時刻

を13時としたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○新見委員長

します。

そのほか何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上をもちまして本日の○新見委員長

委員会を終了いたします。

午後２時25分散会
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午後０時59分再開

出席委員（７人）

委 員 長 新 見 昌 安

副 委 員 長 野 﨑 幸 士

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 中 野 明

委 員 横 田 照 夫

委 員 太 田 清 海

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議事課主任主事 井 口 幸 子

委員会を再開いたします。○新見委員長

まず、議案の採決を行いたいと思いますが、

採決の前に、議案につきまして賛否も含め御意

見をお願いいたします。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、議案の採決○新見委員長

を行いたいと思います。

議案第31号につきましては、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○新見委員長 御異議なしと認めます よって

議案第31号については、原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査につきましては、引き続き閉会

中の継続調査といたしたいと思いますが、御異

議ございませんでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○新見委員長 御異議ありませんので この旨

議長に申し出ることといたします。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目及び内容について御意見等が

ありましたら出してください。

暫時休憩いたします。

午後１時０分休憩

午後１時10分再開

委員会を再開いたします。○新見委員長

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまいただいた御意見等を参考にしながら、正

副委員長に御一任いただくということで御異議

ございませんでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○新見委員長

す。

次に、閉会中の委員会について御意見を伺い

たいと思います。

閉会中の委員会が１月25日木曜日に予定され

ております。これについて御意見・御要望等が

あったら出してください。

例年だと、１月の閉会中の委員会では、翌年

の警察の運営方針及び運営重点について説明を

受けているようです。暫時休憩いたします。

午後１時11分休憩

午後１時19分再開

委員会を再開いたします。○新見委員長

１月25日の閉会中の委員会につきましては、

休憩中に出ました意見等を十分に参考にさせて

平成29年12月８日(金)
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いただきながら、正副委員長に御一任いただく

ということでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○新見委員長

す。

そのほか、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、以上で委員○新見委員長

会を終了いたします。

午後１時20分閉会


